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調 達 サ ー ビ ス 名 

 島見浄化センター包括的維持管理業務委託  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和6年6月 

 

新潟市下水道部下水道管理センター 

 

 

 

 



この入札説明書は，政府調達に関する協定（平成７年条約第２３号），地方自治法（昭和 

２２年法律第６７号），地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。），

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２

号），新潟市契約規則（昭和５９年新潟市規則第２４号。以下「規則」という。），新潟市物品

等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成１９年新潟市規則第８８号。以下「特

例規則」という。），本件に係る入札公告（以下「入札公告」という。）のほか，本市が発注す

る調達契約に関し，一般競争に参加しようとする者（以下「入札参加者」という。）が熟知し，

かつ，遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 

 

1 競争入札に付する事項 

(1) 調達サービス名及び数量 

島見浄化センター包括的維持管理業務委託 一式 

（公告番号 新潟市契約公告第２９号） 

(2) 調達サービスの内容等 

仕様書のとおり 

(3) 履行場所 

新潟市北区島見町3700番地1 島見浄化センター 

(4) 履行期間 

令和６年９月１日から令和１１年８月３１日まで（６０ヶ月間） 

なお，本件は、地方自治法（昭和２２ 年法律第６７ 号）第２３４ 条の３ の規定に

よる長期継続契約とする。 

(5) 入札方法 

契約初年度に要する７か月分（月額×７か月）で入札に付する。 

なお，落札決定に当たっては，入札書に記載された金額に当該金額の１０％に相当

する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費

税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額

の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

 

2 入札に参加する者に必要な資格 

(1) 本市の入札参加資格者名簿（業務委託）に登載されている者であること 

(2) 地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

(3) 新潟市競争入札参加有資格者指名停止等措置要領の規定に基づく指名停止の措置

を受けていない者であること。 

(4) 下水道処理施設維持管理業者登録規定（昭和６２年７月９日建設省告示第1348号）

第２条の規定に基づく登録を受けている者であること。 

(5) 平成２５年度以降に次の（ア）、（イ）のいずれかと（ウ）の受託実績（当該施設の

下水道管理者が発注する業務又は当該施設の下水道管理者が管理を認めた公的機関



が発注する業務に限る。）を入札公告日時点で３年以上有する者であること。 

  (ア)下水道法（昭和３３年法律第７９号）に基づく終末処理場の運転管理業務。 

  (イ)政府調達の関する協定（平成７年条約第２３号）の加盟国（ただし、日本国は

除く。）において当該国における下水道法（昭和３３年法律第７９号）に該当す

る法律に基づく終末処理場の運転管理業務。 

(ウ)（ア）または（イ）に該当する終末処理場のうち、処理方法がオキシデーショ

ンディッチ法である施設の運転管理業務。  

 (6) 下水道法施行令（昭和３４年政令第１４７号）第１５条の３の各号に定める資格

を有する技術者を配置できる者であること。 

(7) 次に掲げる資格を有する者を１名以上配置することができる者であること。ただし

下記資格については兼務を認める。 

  (ア)乙種第４類危険物取扱者 

  (イ)酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了者 

  (ウ)玉掛技能講習修了者又は玉掛業務の特別教育の修了者 

 

 3 問合せ先等 

(1) 契約条項を示す場所及び入札手続等に関する問合せ先 

郵便番号950-1146 

新潟市中央区太右エ門新田1422番地3 

新潟市下水道部下水道管理センター 維持管理課 管理係 

電 話：025-281-9061 

ＦＡＸ：025-284-5849 

E-mail：iji.ps@city.niigata.lg.jp 

 

 4 一般競争入札参加申請等 

(1) 競争入札参加希望者は，様式第１号「一般競争入札参加申請書」を，令和６年６月

１８日（火）９時から令和６年７月４日（木）１７時までに上記3(1)の場所に持参又

は郵送により，正本1部、副本1部の一式揃えて提出すること。持参の場合は，提出期

間内の土曜日，日曜日及び祝祭日を除く毎日，９時から １７ 時まで（１２ 時から１

３ 時までを除く。）に提出すること。郵送の場合は，書留郵便にて提出期間内必着で

提出すること。 

(2) 競争入札参加希望者は，次の各号に掲げる書類とあわせて一般競争入札参加申請書

（様式第１号）を提出しなければならない。現地確認を希望しない場合は，②は不要

とする。 

①  秘密保持誓約書（様式第２号） 

② 現地確認申込書（様式第３号） 

③  本説明書に規定する受託実績について証明する書類（契約書写し等） 

④ WTO用受付票の写し（新規登録業者のみ） 



 

(3) 競争入札参加希望者は，提出された書類に関し説明を求められた場合は，これに応

じるものとする。 

(4) 一般競争入札参加資格の確認結果の通知 

令和６年７月２３日（火）まで 

 

 5 質疑回答 

(1) 入札手続等，仕様書等についての質疑書は令和６年６月１８日（火）９時から令和

６年７月４日（木）１７時までに，上記３(1)に電子メールにより提出すること。 

(2) 質疑書の提出のあった者に，令和６年７月１２日（金）までに電子メールにて回答

する。また,回答は令和６年７月２３日（火）までに新潟市財務部契約課ホームページ

の政府調達（WTO）契約に係る一般競争入札公告一覧に掲示する。 

 

 6 現地確認申込書の提出期間，場所及び提出方法 

現地確認を希望する者は，令和６年６月１８日（火）９時から令和６年６月２５日（火）

１７時までに，上記３(1)に持参又は郵送により提出すること。 

 

 7 入札及び開札 

(1) 入札・開札日時及び場所 

① 日 時 令和６年８月１日（木） １０ 時 ３０ 分 

② 場 所 新潟市下水道管理センター2階第1会議室（新潟市中部下水処理場内） 

(2) 郵送による受領期間及び提出先 

① 受領期間 令和６年７月２３日（火）９時から令和６年７月３１日（水）１７時ま

で 

② 提出先  上記3(1)へ書留郵便にて提出期間内必着で提出すること。 

(3) 競争入札参加資格者又はその代理人は，仕様書，委託契約書(案)及び規則を熟知の

上，入札書類を提出しなければならない。 

(4) 競争入札参加資格者又はその代理人は，本件調達に係る入札について他の競争入札

参加資格者の代理人となることができない。 

(5) 入札室には，競争入札参加資格者又はその代理人以外の者は入室することができな

い。ただし，入札担当職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合は，付添人を

認めることがある。 

(6) 競争入札参加資格者又はその代理人は，入札開始時刻後においては，入札室に入室

することができない。 

(7) 競争入札参加資格者又はその代理人は，入札室に入室しようとするときは，入札担

当職員に「一般競争入札参加資格確認結果通知書（写し可）」並びに代理人をして入

札させる場合においては，入札権限に関する様式第６号「委任状」を提出すること。 

(8) 競争入札参加資格者又はその代理人は，入札担当職員が特にやむを得ない事情があ



ると認めた場合のほか，入札室を退室することはできない。 

(9) 競争入札参加資格者又はその代理人は，別途定めた様式に沿って様式第５号「入札

書」，様式第９号「見積内訳書（以下「入札書類」という。）」，様式第６号「委任

状」を作成すること。 

(10) 競争入札参加資格者又はその代理人は，入札書類を封書に入れ，且つ，その封皮に

入札の日付，調達サービス名，競争加入者の氏名（法人にあってはその名称又は商号。）

を記載し，入札公告に示した日時に入札すること。なお，郵送（書留郵便に限る。）

により入札する場合は，二重封筒とし外封筒の表書きとして「入札書類在中」と朱書

きにし，加入電信，電報，電話，その他の方法による入札は認めない。 

(11) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は，日本語に限る。また，入札金額は，

日本国通貨による表示とすること。 

(12) 競争入札参加資格者又はその代理人は，入札書の記載事項を訂正する場合は，当該

訂正部分について押印しておくこと。ただし，入札金額及び入札書の提出後の訂正，

差し替え，再提出又は撤回は認めない。 

(13) 競争入札参加資格者又はその代理人は，その提出した入札書の引換え，変更，取消

しをすることができない。 

(14) 不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき，又は災害その他やむを得ない

理由が生じたときは，入札を中止し，又は入札期日を延期することがある。 

(15) 談合情報等により，公正な入札が行われないおそれがあると認められるときは,抽

選により入札者を決定するなどの場合がある。 

(16) 開札は，競争入札参加資格者又はその代理人が出席して行う。この場合において，

競争入札参加資格者又はその代理人が立ち会わないときは，当該入札執行事務に関係

のない職員を立ち会わせてこれを行う。 

(17) 開札した場合においては，競争入札参加資格者又はその代理人の入札のうち，予定

価格の制限に達した価格の入札がないときは，7(1)の入札・開札日以降に再度の入札

を行う。再入札書の提出方法については，別途指示する。競争入札参加資格者又は代

理人が開札に立ち会わない場合は，再入札に参加する意思がないものとみなす。また，

後記9の各号に該当する無効入札をした者は，再入札に加わることができない。 

(18) 再入札は1回とし，落札者のない場合は地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の

規定により最終入札において有効な入札を行った者のうち，最低金額を記載した競争

入札参加資格者と随意契約の交渉を行うことがある。 

(19) 入札書等及び委任状に手書きする際は，ペン又はボールペン（消えるインクを使用

したもの，鉛筆は不可）を使用すること。 

8 入札保証金 

 新潟市契約規則第１０条第２号により、入札保証金は免除する。 

 

9 入札の無効 

次の各号に該当する入札は，これを無効とする。なお，以下の(4)，(5)に該当する入



札は，その入札の全部を無効とすることができる。また，入札の効力は市長が決定する

こととし，競争入札参加資格者は，その決定に対して異議を申し立てることができない。 

(1) 入札公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者がした入札又は代理権の

ない者がした入札 

(2) 入札書の記載事項中入札金額又は入札者の氏名その他主要な事項が識別しがたい入

札 

(3) 入札者が2以上の入札（本人及びその代理人がした入札を合わせたものを含む。）を

した場合におけるその者の全部の入札 

(4) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）等に抵触

する不正の行為によった入札 

(5) 公正さを疑うに足りる相当な理由があると認められる入札 

(6) 再度入札において初回の最低入札価格以上の価格で行った入札 

(7) 入札公告等において示した入札書類の提出期間内に到着しなかった入札 

(8) 入札書記載の金額を加除訂正した入札 

(9) その他入札に関する条件に違反した入札 

 

10 落札者の決定 

(1) 有効な入札書類を提示した者であって，予定価格の制限の範囲内で最低の価格をも

って申込みをした者を契約の相手方とする。 

(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二者以上あるときは，直ちに，当該入札者に

くじを引かせて落札者を決定する。この場合において，当該入札者のうち出席しない

者又はくじを引かない者があるときは，当該入札執行事務に関係のない職員にこれを

代わってくじを引かせ，落札者を決定する。 

(3) 落札者を決定した場合において，落札者とされなかった入札者から請求があったと

きは，落札者を決定したこと，落札者の氏名及び住所，落札金額並びに当該請求者が落

札者とされなかった理由（当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合におい

ては，無効とされた理由）を，当該請求を行った入札者に書面により通知するものとす

る。 

 

 11 低入札価格調査の実施 

 業務履行が困難と危惧される低価格での入札があった場合は，落札を保留し，費用，

履行体制などについて必要に応じて調査を実施する。調査の結果，履行困難と判断さ

れたときは，その者を落札者としない場合がある。 

 

 12 契約の停止等 

   本調達サービスの契約に関し，政府調達に関する苦情処理の手続に基づく苦情申立

があったときは，契約を停止し，又は解除することがある。 

  



 13 契約保証金  

契約金額を１年間あたりの金額に換算した１００分の１０以上の額とする。ただし，新

潟市契約規則第34条に該当する場合は免除する。 

 

 14 委託契約書の作成  

(1) 委託契約書を作成する場合においては，落札者は，交付された委託契約書に記名押印

し，落札決定の日から１０日以内の間に当該契約を締結すること。ただし，特別の事情

があると認めるときは，契約の締結を延期することができる。 

(2) 委託契約書に使用する言語並びに通貨は，日本語及び日本国通貨に限る。 

 

 15 支払いの条件  

調達サービスの代金は，当市の検査に合格した後，適正な請求書に基づいて支払う。 

 

 16 契約条項  

別添「委託契約書(案)」による。 

 

 17 長期継続契約 

本契約は，地方自治法第２３４条の３の規定による長期継続契約のため，契約を締結

した年度の翌年度以降において，この契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合

は，この契約を変更又は解除することがある。 

 

 18 競争入札参加資格審査申請 

本調達サービスの公告時に，新潟市の競争入札参加資格者名簿に登載されていない者

で本調達サービスの入札に参加を希望する者は，政府調達（WTO）契約に係る業務委託入

札参加資格審査申請書を，令和６年６月２６日（水）までに下記へ提出すること。申請

書類は新潟市財務部契約課ホームページから取得することができるほか，新潟市財務部

契約課で交付する。 

 

申請先  郵便番号951－8550 

新潟市中央区学校町通1番町602番地1 

新潟市財務部契約課物品契約係 

電話：025-226-2213（直通） 

http://www.city.niigata.lg.jp/business/keiyaku/keiyaku_top 

 

 19 その他 

(1)入札書の提出期限は，公告文に指定した期限とし，提出期限以後に到着した入札書は，

いかなる理由があっても無効とする。 

(2)入札書の到着確認，入札参加者数及び入札参加者名の問い合わせには一切応じない。 

(3)本件は，地方自治法（昭和２２ 年法律第６７ 号）第２３４ 条の３ の規定による長期継



続契約であるため，本契約締結日の属する年度の翌年度以降において，歳入歳出予算の当

該金額について減額又は削除があった場合は，本契約を変更又は解除することがある 

 

 



 

 
  

委 託 契 約 書 （案） 

 

新潟市（以下「甲」という。）と○○○○○○○○○（以下「乙」という。）は、下記の業務

について次のとおり契約を締結する。 
 

１ 委託番号     島委第１号 

 

２ 委託業務の名称  島見浄化センター包括的維持管理業務委託 

 

３ 委託業務の内容  仕様書のとおり 

 

４ 履行場所     新潟市北区島見町３７００番地１（島見浄化センター内） 

 

５ 履行期間     令和６年９月１日 から 令和１１年８月３１日 まで（６０ヶ月間） 

 

６ 契約金額     総額 

            金              円 

（うち消費税及び地方消費税の額            円） 

            ※各月の支払いについては別記１とおりとする 

 

７ 契約保証金    業務委託契約条項のとおり 

                      

 

 

   この契約を証するため，本書を２通作成し，甲乙両者が記名押印の上，各自１通を保有 

するものとする。 

  

   令和６年  月  日 

 

甲 新潟市中央区学校町通１番町602番地１ 

                   新潟市 

代表者  新潟市長  中原 八一    印 

 

 

乙  

 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

業務委託契約条項 

 
（総則） 

第１条 甲及び乙は，この契約条項（契約書を含む。以下同じ。）に基づき，仕様書等（別添の仕様書，

見本，図面，明細書及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。以下同じ。）に従い，日本国の

法令及び新潟市の条例・規則等を遵守し，この契約（この契約条項及び仕様書等を内容とする契約

をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。 
２ 乙が委託された業務内容を履行するために必要な一切の手段については，この契約に特別の定め

がある場合を除き，乙がその責任において定める。 
３ 乙は，この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了し，又は解

除された後も同様とする。 
４ 乙は，この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は，個人情報の保護に関する法律（平成

１５年法律第５７号）を遵守し，個人の権利及び利益を侵害することのないよう個人情報を適正に

扱わなければならない。 
５ この契約条項に定める請求，通知，報告，申出，承諾及び解除は，書面により行わなければなら

ない。 
６ この契約と他の契約（甲及び乙間の合意を指し，その名称を問わない。）の条項に矛盾があれば，

この契約が優先する。 
７ この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は，日本語とする。 
８ この契約条項に定める金銭の支払に用いる通貨は，日本円とする。 
９ この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は，仕様書等に特別の定めがある場合を除き，

計量法（平成４年法律第５１号）の定めるところによるものとする。 
１０ この契約における期間の定めについては，民法（明治２９年法律第８９号），商法（明治３２年

法律第４８号）及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）の定め

るところによるものとする。 
１１ この契約は，日本国の法令に準拠するものとする。 
１２ この契約に係る訴訟については，甲の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄

裁判所とする。 
 
（契約の保証） 
第２条 乙は，この契約締結と同時に，次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。

ただし，第４号の場合においては，履行保証保険契約の締結後，速やかにその保険証券を甲に寄託

しなければならない。 
（１） 契約保証金の納付 
（２） 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 
（３） この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認め

る金融機関の保証 
（４） この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結 
２ 前項各号の金員は，契約金額の１００分の１０以上としなければならない。 
３ 第１項の規定により，乙が同項第２号又は第３号に掲げるいずれかの保証を付したときは，当該

保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし，同項第４号に掲げる保証を付した

ときは契約保証金の納付を免除する。 
４ 第１項の規定にかかわらず，この契約が新潟市契約規則（昭和５９年新潟市規則第２４号）第３

４条第３号，第４号，第６号又は第７号のいずれかに該当するときは，第１項各号に掲げる保証を

付すことを免除する。 
５ 甲は，乙がこの契約の履行をしたときは，速やかに，第１項の規定により納付を受けた契約保証

金又は同項の規定により寄託を受けた有価証券等若しくは金融機関等の保証書を乙に返還しなけ



 

ればならない。 
 
（権利義務の譲渡等の制限） 
第３条 乙は，甲の書面による承諾がなければ，この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲

渡し，若しくは承継させ，又は担保に供してはならない。 
 
（特許権等の使用） 

第４条 乙は，特許権，実用新案権，意匠権，商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者

の権利（以下「特許権等」という。）の対象となっている材料，製造方法等を使用するときは，そ

の使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし，甲がその材料，製造方法等を指定し

た場合において，仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく，かつ，乙がその存在を知らな

かったときは，甲は，その使用に関して要した費用を負担しなければならない。 
 
（再委託の禁止） 
第５条 乙は，第三者に対し，業務の全部又は一部を再委託してはならない。ただし，あらかじめ甲

の書面による承諾を受けたときはこの限りでない。 
２ 乙は，前項ただし書に基づき再委託を行うときは，再委託先の名称及び再委託する業務の内容を

書面により甲に通知するものとする。 
３ 乙は，第１項ただし書に基づき再委託を行う場合は，再委託先をしてこの契約に定める乙の義務

と同等の義務を遵守させるものとし，再委託先が当該義務に違反したときは，再委託先による当該

義務違反は乙の違反とみなして，その一切の責任を負うものとする。 
 
（履行の監督） 
第６条 甲は，契約の履行中において，その適正な履行を確保するため，業務の実施状況について随

時立会いその他の方法により監督し，又は乙に対して所要の報告若しくは資料の提出を求め，又は必

要な指示をすることができる。 
 
（一般的損害） 
第７条 業務の実施に伴い生じた損害については，乙がその費用を負担する。ただし，その損害の発

生が甲の責めに帰すべき事由による場合はこの限りでない。 
 
（第三者に及ぼした損害） 
第８条 業務の実施に伴い第三者に損害を及ぼしたときは，乙は甲に速やかに報告するものとし，乙

がその損害を賠償しなければならない。ただし，その損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生

じたものについては，甲が負担する。 
２ 前項の規定，又はその他の事項について第三者との間に紛争が生じた場合は，甲乙協力してその

処理，解決に当たるものとする。 
 
（履行届書の提出） 
第９条 乙は，業務を完了したときは速やかに業務の成果に関する報告書（以下「履行届書」という。）

を甲に提出しなければならない。 
 
（検査） 
第１０条 甲は，履行届書を受理したときは，業務の成果について，その日から起算して１０日以内

に乙の立会いを求めて検査を行うものとし，乙が立ち会わないときは，立会いを得ずにこれを行う

ことができる。ただし，これらの期間の末日が休日であるときは，その翌日（その翌日が休日であ

るときは順延した日）を末日とする。 



 

２ 甲は，前項の検査に不合格となった業務の成果について，業務の再履行又は委託料の減額を求め

ることができる。この場合においては，第１６条の規定を準用する。 
３ 乙は，前項により業務の再履行の請求があったときは，甲の指定する期間内にその指示に従いこ

れを履行しなければならない。この場合においては，前条及び第１項の規定を準用する。 
４ 第１項（前項後段において準用する場合を含む。）の検査に要する費用は全て乙の負担とする。 
 
（引渡し） 
第１１条 業務の成果が物の引渡しを伴うものである場合，乙は，成果品を履行場所に納入したとき

は，直ちにその旨を甲に通知しなければならない。 
２ 成果品の検査については，前条の規定を準用する。 
３ 甲は，成果品が前項の検査（第６項の検査をしたときは，同項の検査。以下これらを「検査」と

いう。）に合格したときは，その引渡しを受けるものとする。 
４ 成果品の所有権は，前項の引渡しを受けた時に，乙から甲に移転するものとする。 
５ 甲は，検査に不合格となった成果品について，成果品の修補，代替物の納入，不足分の納入又は

委託料の減額を乙に求めることができる。この場合においては，第１６条の規定を準用する。 
６ 乙は，前項の成果品の修補，代替物の納入又は不足分の納入をしたときは，直ちにその旨を甲に

通知しなければならない。この場合における検査は，第２項の定めるところによるものとし，その

後の手続については，第３項から前項までの規定を準用する。 
 
（不合格品の引取り） 
第１２条 乙は，検査の結果，不合格とされた成果品については，甲が指定した期間内に，自己の負

担により，履行場所から搬出しなければならない。 
２ 甲は，乙が前項の規定に違反した場合は，乙の負担により，同項の成果品を返送し，又は処分す

ることができる。この場合において，甲は，同項の成果品の滅失，損傷等について責めを負わない

ものとする。 
 
（委託料の支払） 
第１３条 乙は，検査に合格したときは，書面をもって当該委託料の支払を請求するものとする。 
２ 甲は，前項の規定による請求を受けたときは，その日から起算して３０日以内に当該委託料を支

払わなければならない。 
３ 甲が第１項の規定による請求を受けた後，その請求の内容の全部又は一部が不当であることを発

見したときは，甲は，その事由を明示して，その請求を拒否する旨を乙に通知するものとする。こ

の場合において，その請求の内容の不当が軽微な過失によるものであるときにあっては，当該請求

の拒否を通知した日から甲が乙の不当な内容を改めた請求書を受理した日までの期間は，第２項の

期間に算入しないものとし，その請求の内容の不当が乙の故意又は重大な過失によるときにあって

は，請求があったものとしないものとする。 
４ 乙は，甲の責めに帰すべき事由により，第２項に規定する期間内に請求金額を支払わなかったと

きは，当該請求金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律第８条の規定により財務大臣が決定

する率を乗じて得た額の遅延利息を請求することができる。 
 
（履行期限の延長） 
第１４条 乙は，災害その他の乙の責めに帰することができない事由により履行期限までにその義務

を履行することができないときは，速やかに，その事由を明記した書面により，甲に履行期限の延

長を申し出なければならない。 
２ 甲は，乙の責めに帰すべき事由により履行期限までに履行することができないときは，履行遅延

の事由，履行可能な期限その他必要な事項を明記した書面の提出を求めることができる。 
３ 前２項に規定する場合において，甲は，その事実を審査し，やむを得ないと認めるときは，甲乙



 

協議の上，履行期限を延長するものとする。 
 
（履行遅滞の場合における違約金等） 
第１５条 乙の責めに帰すべき事由により履行期限までに業務の履行ができない場合は，甲は，乙に

対し，違約金の支払を請求することができる。 
２ 前項の違約金の額は，特に約定がある場合を除き，甲の指定する日の翌日を起算日として検査に

合格する日までの日数（検査に要した日数を除く。以下「遅延日数」という。）に応じ，遅延日数

１日につき契約金額の１，０００分の１に相当する額とする。ただし，履行期限までに既に業務の

一部を履行しているときは，その部分に相当する委託料の額を契約金額から控除した額を契約金額

として計算した額とする。単価契約の場合，契約金額は「契約単価に予定数量を乗じた額」とする。 
３ 第１項の違約金は，委託料の支払時に控除し，又は契約保証金が納付されているときは，これを

もって違約金に充てることができる。この場合において，なお当該違約金の額に満たないときは，

当該額に満つるまでの額の支払を請求するものとする。 
 
（契約不適合責任） 
第１６条 業務の成果が種類，品質又は数量に関してこの契約の内容に適合しないものであるとき（以

下「契約不適合」という。）は，甲は，乙に対し，期間を指定して，業務の再履行又は委託料の減

額を求めることができる。 
２ 乙が前項の規定による業務の再履行に応じないときは，甲は，乙の負担により第三者に業務を履

行させることができる。 
３ 前２項の請求は，契約不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは，することがで

きない。 
４ 甲は，契約不適合を知った時から１年以内にその旨を乙に通知しないときは，第１項及び第２項

の請求をすることができない。ただし，乙が履行届書の提出の時に契約不適合を知り，又は重大な

過失によって知らなかったときは，この限りでない。 
５ 第１項及び第２項の請求について，民法第５６２条第１項ただし書は適用しないものとする。 
６ 第１項及び第２項の請求は，甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。 
 
（契約の変更） 
第１７条 甲は，必要と認めるときは，仕様書等の変更の内容を乙に通知して，仕様書等の内容を変

更し，又は契約の履行を中止させることができる。 
２ 前項の場合において，契約金額，履行期間その他の契約内容を変更する必要があるときは，甲乙

協議の上，文書をもって定めるものとする。 
 
（甲の解除権） 
第１８条 甲は，乙が次の各号のいずれかに該当する場合は，相当の期間を定めて催告をし，その期

間内に履行がないときは，この契約を解除することができる。 
（１） 履行期限までにこの契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと認められるとき。 
（２） 正当な理由がないのに定められた期日までにこの契約の履行に着手しないとき。 
（３） 乙又はその代理人，支配人その他の使用人が甲の職員の監督又は検査に際してその職務の執

行又は指示を拒み，妨げ，又は忌避したとき。 
２ 甲は，乙が次の各号のいずれかに該当する場合は，前項の催告をすることなく，直ちにこの契約

を解除することができる。 
（１） この契約の締結又は履行について，不正があったとき。 
（２） 一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格その他この契約の相手方として必要な

資格を失ったとき。 

（３） 自己振出の手形又は小切手が不渡処分を受ける等の支払停止状態となったとき。 



 

（４） 差押え，仮差押え，仮処分若しくは競売の申立てがあったとき，又は租税滞納処分を受けたとき。 

（５） 破産手続開始，会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立てがあったとき，又は清算に

入ったとき。 

（６） 解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。 

（７） 下請代金支払遅延等防止法（昭和３１年法律第１２０号）第６条に基づき，中小企業庁長官が公

正取引委員会に対して適当な措置を採るべき旨乙に対して請求したとき，又は同法第７条に基づき，公

正取引委員会が乙に対して勧告したとき。 
（８） 前各号に掲げる場合のほか，乙が，監督官庁から営業の許可の取消し，停止等の処分を受け，又

は乙の事業に関し，監督官庁から，指導，勧告，命令その他の行政指導を受けたとき。 
（９） 前各号に掲げる場合のほか，この契約条項の一つにでも違反したとき。 

３ 甲は，前２項の規定によるほか，必要があるときは，この契約を解除することができる。 
４ 乙は，第２項各号のいずれかに該当したときは，速やかに甲に報告しなければならない。 
５ 乙は，第１項及び第２項の規定による契約の解除により損害が生じた場合であっても，甲に損害

賠償請求をすることができない。 
 
（長期継続契約における契約の変更又は解除） 
第１８条の２ 甲は，契約期間中であっても，この契約を締結した翌年度以降において，この契約に

係る歳出予算の減額又は削除があった場合は，この契約を変更又は解除することができる。 
２ 乙は，前項の規定による契約の変更又は解除により損害を受けた場合は，甲に損害賠償請求をす

ることができない。 
 
（反社会的勢力の排除） 
第１９条 乙は，甲に対し，次の各号の事項を確約する。 
（１） 自らが，暴力団，暴力団員，暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者，暴力団準構

成員，暴力団関係企業，総会屋等，社会運動等標ぼうゴロ，政治活動等標ぼうゴロ，特殊知能暴力

集団，その他これらに準ずる者（以下総称して「反社会的勢力」という。）ではないこと。 
（２） 反社会的勢力と次の関係を有していないこと。 

ア 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって反社会

的勢力を利用していると認められる関係 
イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し，又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持，運営

に協力し，又は関与している関係 
ウ 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係 
エ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係 

（３） 自らの役員（取締役，執行役，執行役員，監査役，会計参与，理事，監事，相談役，会長そ

の他名称を問わず，経営に実質的に関与している者をいう。）が反社会的勢力ではないこと，及び

反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。 
（４） 反社会的勢力に自己の名義を利用させ，この契約を締結するものでないこと。 
（５） 自ら又は第三者を利用してこの契約に関して次の行為をしないこと。 

ア 暴力的な要求行為 
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為 
ウ 取引に関して，脅迫的な言動をし，又は暴力を用いる行為 
エ 風説を流布し，偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し，又は信用を毀損する行為 
オ この契約に係る資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり，その相手方が反社会的勢

力に該当することを知りながら，その相手方と契約を締結したと認められる行為 
カ この契約に関して，反社会的勢力を資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方として

いた場合（オに該当する場合を除く。）であって，甲から当該契約の解除を求められたにもか

かわらず，これに従わない行為 



 

キ その他アからカに準ずる行為 
２ 乙について，次の各号のいずれかに該当した場合には，甲は，何らの催告を要せずして，この契

約を解除することができる。 
（１） 前項第１号から第３号の確約に反したことが判明した場合 
（２） 前項第４号の確約に反し契約をしたことが判明した場合 
（３） 前項第５号の確約に反した行為をした場合 
３ 前項の規定によりこの契約が解除された場合には，乙は，甲に対し，甲の被った損害を賠償する

ものとする。 
４ 乙は，第２項の規定による契約の解除により損害が生じた場合であっても，甲に損害賠償請求を

することができない。 
 
（談合その他不正行為による解除） 
第２０条 甲は，乙がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当する場合は，催告をすることなく，

直ちにこの契約を解除することができる。 
（１） 公正取引委員会が，乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関す

る法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第４９条に規定する排除措置命

令又は独占禁止法第６２条第１項に規定する納付命令が確定したとき（独占禁止法第７７条の規定

により当該処分の取消しの訴えが提起された場合を除く。）。 
（２） 乙が独占禁止法第７７条の規定により前号の処分の取消しの訴えを提起し，当該訴えについ

て棄却又は却下の判決が確定したとき。 
（３） 乙（乙が法人の場合にあっては，その役員又は使用人）について刑法（明治４０年法律第４

５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 
２ 乙は，前項の規定による契約の解除により損害が生じた場合であっても，甲に損害賠償請求をす

ることができない。 
 

（解除に伴う措置） 
第２１条 乙は，甲が第１８条第１項若しくは第２項又は第２０条の規定により契約を解除した場合，

業務の履行の前後にかかわらず，契約金額の１０分の１に相当する額の違約金を甲の指定する期間

内に支払わなければならない。 
２ 第２条第１項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは，

甲は，当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。 
３ 第１項の規定は，甲に生じた損害の額が同項の違約金の額を超える場合において，その超える分

につき甲が乙に請求することを妨げるものではない。 
 
（賠償額の予定） 
第２２条 乙は，この契約に関して第２０条第１項各号のいずれかに該当するときは，業務の履行の

前後及び甲が契約を解除するか否かにかかわらず，契約金額の１０分の２に相当する額の賠償金を

支払わなければならない。ただし，次の各号のいずれかに該当する場合は，賠償金の支払を免除す

る。なお，この契約が終了した後も同様とする。 
（１） 第２０条第１項第１号及び第２号に掲げる場合において，処分の対象となる行為が，独占禁

止法第２条第９項に基づく不公正な取引方法（昭和５７年６月１８日公正取引委員会告示第１５

号）第６項に規定する不当廉売に該当する場合その他甲が特に認めるとき。 
（２） 第２０条第１項第３号に掲げる場合において，刑法第１９８条の規定による刑が確定したと

き。 
２ 前項の規定は，甲に生じた損害の額が同項の賠償金の額を超える場合において，その超える分に

つき甲が乙に請求することを妨げるものではない。 
３ 前２項の場合において，乙が共同企業体，コンソーシアム等であり，既に解散されているときは，



 

甲は，乙の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この

場合において，乙の代表者であった者及び構成員であった者は，共同連帯して前２項の額を甲に支

払わなければならない。 
 
（乙の解除権） 
第２３条 乙は，甲の責めに帰すべき事由又は災害その他のやむを得ない事由により契約の履行をす

ることができなくなったときは，甲にこの契約の変更若しくは解除又は履行の中止の申出をするこ

とができる。 
２ 甲は，前項の規定による申出があったときは，契約を変更し，若しくは解除し，又は契約の履行

を中止することができる。 
３ 乙は，甲の責めに帰すべき事由による契約の解除によって損害が生じたときは，甲に損害賠償の

請求をすることができる。 
 
（危険負担） 
第２４条 成果品の引渡し前に生じた成果品の滅失，損傷等については，乙が危険を負担する。 
２ 第１０条の検査に合格する前（成果品の引渡しを伴う場合は，第１１条の引渡しの前）に生じた

災害その他の甲乙いずれの責めにも帰することができない事由によって業務が履行できなくなっ

たときは，甲は，この契約を解除することができる。この場合において，甲は，委託料の支払を拒

むことができる。 
 
（費用の負担） 
第２５条 この契約の締結に要する一切の費用は，乙の負担とする。 
 
（反社会的勢力からの不当介入等に対する措置） 
第２６条 乙は，この契約の履行に当たり反社会的勢力から不当な介入（契約の適正な履行を妨げる

ことをいう。）又は不当な要求（事実関係及び社会通念に照らして合理的な事由が認められない不

当又は違法な要求をいう。）（以下これらを「不当介入等」という。）を受けたときは，直ちに甲に

報告するとともに警察に届け出なければならない。 
２ 甲は，乙が不当介入等を受けたことによりこの契約の履行について遅延が発生するおそれがある

と認めるときは，甲乙協議の上，履行期限の延長その他の措置をとるものとする。 
 
（疑義の決定） 
第２７条 この契約に関し疑義が生じたときは，甲乙協議の上，決定するものとする。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

別記１（第９条関係） 
 
１．委託費の構成と算出方法 
 甲が乙に支払う委託料は，変動費と固定費の合算額として算出する。 
 （委託料）＝（変動費）＋（固定費）  
 
（１）変動費 
 変動費は，「特記仕様書」第１条第２項に規定する業務の対象施設のうち，処理場における業務の実

施に要する経費として，「業務要求水準書」２（３）変動費原単位基準に記載した項目の調達経費とす

る。 
 業務期間における変動費の額は表１のとおりとする。 
（２）固定費 
 業務の実施による変動費以外の経費とする。 
 業務期間における固定費の額は表２のとおりとする。 
 
２．委託料の変更 
 甲及び乙は，以下の場合において委託料の変更ができるものとする。 
 
（１）放流下水量の変動による変更 
 各年度の実績放流下水量が，「業務要求水準書」２（１）放流下水量に示す予定数量に対して５パー

セントを超えて増減した場合は，処理場の変動費に係る当該年度委託料の額を変更することができる

ものとする。 
 委託料の額の変更を行う場合は，以下に示す算出方法で算定し，合算した年間合計額に消費税等を

加えた額を，当該年度の最終月分の委託料において変更する。 
 
 増額 ＝ {（実績放流下水量）－（予定放流下水量）×１．０５}×（甲指定の原単位） 
                             
 減額 ＝ {（予定放流下水量）×０．９５－（実績放流下水量）}×（甲指定の原単位） 
               （※ 算定額は 100 円未満切捨てとする。） 
（２）消費税率の変更 
 契約期間中の消費税率の変更については，消費税の変更日以降の受託者への委託料の支払額にこれ

を反映する。 
 



 

 
表 1 各月の変動費の額 
 

【金額：円】 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

４月 
－ 
 

 
(      ) 
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(      ) 

 
(      ) 
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－ 
 

 
(      ) 

 
(      ) 

 
(      ) 

 
(      ) 

 
(      ) 

７月 
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－  

(      ) 
 

(      ) 
 

(      ) 
 

(      ) 
 

(      ) 
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計 
 

(      ) 
 

(      ) 
 

(      ) 
 

(      ) 
 

(      ) 
 

(      ) 

 (      )は，うち消費税及び地方消費税を示す 

 
注．各月の支払額は，原則として変動費の総価を 60 分の 1 した額とし，甲の承諾を得たうえで決定

する（ただし，変更の必要が生じた場合は甲乙協議のうえその都度決定するものとする）。 



 

 
表 2 各月の固定費の額 
 

【金額：円】 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 
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(      ) 
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(      ) 
 

(      ) 
 

(      ) 
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 (      )は，うち消費税及び地方消費税を示す 

 
注．各月の支払額は，原則として固定費の総価を 60 分の 1 した額とし，甲の承諾を得たうえで決定

する（ただし，変更の必要が生じた場合は甲乙協議のうえその都度決定するものとする）。 
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第１章 総則  

（目的） 

第１条  島見浄化センター包括的維持管理業務委託一般仕様書（以下「一般仕様書」という。）

は、新潟市（以下「委託者」という。）が発注する新潟市島見浄化センター包括的維持管理業

務（以下「業務」という。）に適用するものであり、業務を適正かつ円滑に実施するために必

要な事項を定めるものである。ただし、特に定める事項については、島見浄化センター包括的

維持管理業務委託特記仕様書（以下「特記仕様書」という。）に明記する。 

 

（業務の対象施設） 

第２条  業務の対象施設は、特記仕様書に掲げる施設とする。 

 

（対象業務） 

第３条  対象とする業務は、次の各号のとおりとし、詳細は特記仕様書による。 

（１） 処理場施設の運転操作及び監視に関する業務 

（２） 設備の保守点検に関する業務 

（３） 特記仕様書で規定する施設管理に関する業務 

（４） 環境計測に関する業務 

（５） 環境対策に関する業務 

（６） 修繕業務 

（７） 物品等の調達及び管理に関する業務 

（８） 設備保全業務 

 

（業務期間等） 

第４条  業務期間は、令和６年９月１日から令和１１年８月３１日までの５ヶ年をいう。 

２  業務準備期間は、契約締結日から業務開始の前日までをいう。 

 

（業務時間） 

第５条  業務時間は、２４時間終日とする。 

 

（関係法令の遵守） 

第６条  受託者は、業務の履行にあたっては、別表１の関係法令等を遵守しなければならない。 

 

（法的資格者の配置） 

第７条  受託者は、業務の履行にあたっては、業務に必要な次の各号の有資格者を配置しなけれ

ばならない。なお、配置計画等の詳細は業務実施計画書に記載するものとする。 

（１） 下水道法施行令第１５条の３に定める資格を有する技術者 
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（２） 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了者 

（３） 玉掛技能講習修了者又は玉掛業務の特別教育の修了者 

（４） 第２種電気工事士または同等の資格を有する者 

（５） その他業務履行上必要とする法令等で定められた資格者等 

 

（緊急時の体制） 

第８条  受託者は、大雨・洪水・台風・地震・津波・その他重大事故(施設の損壊、設備の重大

な損壊、不時の停電、異常流入水、水質の悪化及び機器異常)等の緊急事態に備え、原則とし

て、１時間以内に従業員を非常招集できる体制を確保しなければならない。なお、非常体制、

招集等の詳細は業務実施計画書に記載するものとする。 

 

（緊急時の運転） 

第９条  受託者は、大雨・洪水・台風・地震・津波・その他重大事故等の緊急事態が発生した場

合にはその状況を委託者に報告しなければならない。なお、緊急時の運転等に対して委託者が

指示した場合は、委託者の指示にしたがって運転方法の変更その他対応措置を行う。 

 

（事故の報告） 

第１０条  受託者は、業務の履行中に事故が発生した場合は、直ちに、必要な措置を講じるとと

もに、事故の発生原因、被害状況、経過及び講じた措置などについて、逐次、委託者に文書に

より速やかに報告しなければならない。 

 

（安全の確保） 

第１１条  受託者は、労働安全衛生法及びその他関係法令の定めるところにより、作業の実施に

あたり守らなければならない安全に関する事項を定めるとともに、安全管理に必要な措置を講

じ、労働災害の発生の防止に努めなければならない。 

２  受託者は、業務履行にあたり、電気、薬品類、毒性ガス、酸素欠乏、可燃性ガス等に対し必

要な安全対策を行うとともに、適切な作業方法の選択及び適切な従業員の配置を行い、危険防

止に努めなければならない。 

３  受託者は、業務の履行場所及びその付近で行われる他の委託、修繕又は工事がある場合には

常に協力して安全管理に支障がないように措置を講じなければならない。 

４  受託者は、業務の履行にあたり安全上の障害が生じた場合には、直ちに必要な措置を講じる

とともに、速やかに委託者に報告を行い、追加措置について協議しなければならない。 

 

（リスク分担） 

第１２条  本業務における委託者及び受託者の責任分担は、別表２のリスク分担表のとおりとす

る。 
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（補償） 

第１３条  業務期間内において受託者が責を負うべき事由により生じた損害等（債務不履行時の

履行補償に要する費用等を含む）に対する補償については受託者が行うものとする。 

 

（業務の引継ぎ） 

第１４条  受託者は、業務開始に先立って、業務に関する留意事項等を記載した引継文書を作成

し、業務期間中、常に備えておくものとする。 

２  契約の終了により受託者に変更が生じる場合は、本業務の継続的かつ確実な履行を確保する

ため、現受託者から新受託者へ業務の引継ぎを行うものとする。この場合、現受託者は、新受

託者の業務遂行に支障をきたさないよう、引継文書の引継ぎとともに技術指導を行うものとす

る。なお、業務の引継ぎに要する費用は新受託者の負担とする。 

３  引継文書に関しては対象施設固有の運転及び保守管理上の留意点を把握できる内容とし、次

の各号に添って記載すること。 

（１） 各施設設備の留意すべき特性や固有の状況 

（２） 定常時及び非定常時の調節器及び各設備の設定状況 

（３） 特有の運転方法、運転上の特別な操作及び運用方法 

（４） その他の留意事項 

４ 現受託者が水質試験及び汚泥試験に使用していた計測機器等は，現受託者の業務が終了した 

後に撤去を行い，新受託者は業務遂行に支障をきたさないよう，計測機器等の用意を行うこと。 

 

（業務実施計画書等） 

第１５条  受託者は、契約締結後１４日以内に初年度（業務準備期間を含む）の業務実施計画書

を委託者に提出しなければならない。また、業務実施計画書に記載する事項及び内容は次の各

号のとおりとし、日本工業規格Ａ4 版又はＡ3 版用紙にて、作成するものとする。 

（１） 業務実施方針 

ア  下水道施設の重要性に鑑み、その目的を達成するための業務における業務実施の基本方

針及びその概要等について、業務に対する姿勢及び実現性が把握できるよう記載すること。 

イ  現受託者からの業務引継ぎにおける習得目標や効果の確認など、確実かつ円滑に業務を

引継ぐための実施方針について記載すること。 

（２） 組織体制及び人員配置計画 

  ア 受託者は契約締結後速やかに業務の従事者となるべき者の名簿及び必要な資格証のコ

ピー等を委託者に提出し、承諾を受けなければならない。従事者に変更を生じたときも同

様とする。なお、委託者は、従事者が業務遂行上不適当と認めたときは、受託者に対して

交替を求めることができ、受託者は、この求めに応じなければならない。 

イ  運転管理業務を遂行するうえで必要な組織及び体制について、その系統及び分担等が明
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確に把握できるよう具体的に資格者の配置も含めて記載すること。 

ウ  再委託する場合はその体制について記載すること。 

エ  業務開始に先立って実施する業務準備期間の人員体制、人員配置、引継ぎ方法について

具体的に記載すること。 

オ  業務完了時の引継ぎ体制、方法について記載すること。 

（３） 安全衛生管理体制 

ア  事故、災害等を未然に防止し、安全に委託業務を遂行するための安全衛生管理に係る作

業基準、安全衛生に関する計画及び組織体制について記載すること。 

イ  見学者、外部侵入者対策について記載すること。 

（４） 運転操作・監視業務実施計画 

ア  水処理・汚泥処理施設の運転操作・監視業務についての体制、人員配置を含めた実施計

画について記載すること。 

（５） 保守点検業務実施計画 

ア  水処理・汚泥処理施設を安定的に維持していくための保守点検について、設備点検の内

容・点検頻度・点検要領について具体的に記載すること。 

（６） 施設管理業務実施計画 

施設管理の業務毎に対して実施時期、実施方法を具体的に記載すること。 

（７） 省エネルギー等への対応 

ア  島見浄化センターの省エネ運転方針を記載すること。 

イ  温室効果ガス削減方針について記載すること。 

（８） 環境計測業務実施計画 

業務要求水準を踏まえた業務の体制及び水質管理計画などの実施方法等について具体

的に記載すること。 

（９） 環境対策 

施設の管理方法について、周辺環境等への配慮という観点から留意点を整理し、具体

的な対処方法等について記載すること。 

（10） 修繕業務実施方針 

ア  補修に対する実施方針及び体制について記載すること。 

イ  修繕等の実施後の履歴の整理と継承方法について記載すること。 

（11） 物品等の調達及び管理業務実施計画 

施設の運営を行うために必要な電力・薬品・燃料・水道・通信・消耗品、部品の調達

方法、効率的な管理方法及び年間を通じての使用計画等を記載すること。尚、電力・水

道・通信の契約は委託者とするが、支払いは受託者とし、当該請求月の請求は受託者が

支払うものとする。 

（12） 設備保全業務実施計画 

    設備保全の業務毎に対して実施時期、実施方法を具体的に記載すること。 
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（13） コスト縮減の対策 

本委託業務におけるコスト構成の分析を行い、コスト縮減（薬品使用量、燃料使用量、

電気使用量、その他）について記載すること。 

（14） 有資格者 

有資格者リスト及びその配置状況を記載することとし、資格が確認できる資料（資格

者証の写し及び経歴書等）を添付すること。 

（15） 緊急事態への対応 

大雨、洪水，台風、地震、津波、重大事故(施設の損壊、設備の重大な損壊、不時の停

電、異常流入水、水質の悪化及び機器異常)等の緊急事態における対応の考え方、体制及

び対応手順について記載すること。なお、非常招集による体制の確保は原則として１時

間以内とする。 

（16） その他の書類 

前各号に掲げるもののほか、受託者は、次の書類を作成し添付すること。 

ア  年間作業予定表 

イ  火元責任者 

ウ  故障発生時連絡フロー 

エ  事故発生時連絡フロー 

オ  苦情受付時連絡フロー 

カ  その他業務履行上必要な書類 

２  受託者は、自らが提案した技術提案書を含む契約図書等に基づいて業務実施計画書（配置計

画、業務提案等をさらに強化充実することは差し支えない。）を作成し、委託者の承諾を受け

なければならない。また、業務実施計画書を変更するときも、同様とする。 

３  受託者は、業務実施計画書とは別に次の各号の書類を作成し委託者に提出しなければならな

い。なお、提出した書類に変更を生じたときは、速やかに変更届を提出しなければならない。 

ア  施設の使用届 

イ  法定資格者の選任届又は変更届の写し 

ウ  その他必要な届 

４  ２年度目、３年度目、４年度目、５年度目(令和１１年４月～８月まで)の業務実施計画書等

については、当該年度の業務開始日の１０日前までに提出するものとし、前第１項から第３項

までを準用する。ただし、第１項（１）ア及び同（２）ウを除く。 

 

（業務報告書等） 

第１６条  受託者は、本業務の実施に伴い、別表３に従い業務日誌・毎月及び年間の業務報告書

を作成し、帳票を含めて委託者に提出するものとする。 

２  前項の様式は、受託者の提案に基づき、委託者の承諾を得たものとする。 

３  報告書は、原則として、電子データで作成し、提出はCD-R/RW 及び印刷物とする。 
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（使用アプリケーション：Microsoft 社製のWord、Excel） 

４  受託者は、毎月及び年間の業務報告書の提出にあたっては、委託者が指定する完了届等とと

もに提出すること。 

５  受託者は、年間の業務報告書の提出にあたっては、技術提案書に提案した事項に関する達成

状況の客観的な評価について報告しなければならない。なお、評価が未達成の場合にあっては、

次年度に確実に達成できる実現化方策等の提案を含めること。 

６  受託者は、契約終了にあたっては、全業務期間の履行が確認できる資料を添え業務報告書を

委託者に提出しなければならない。 

７  その他委託者が求める事項について報告すること。 

 

（業務記録等の整理） 

第１７条  受託者は、業務記録などの業務の履行又は確認に必要な書類を整理し、委託者が提示、

提出を求めた場合は速やかに対応しなければならない。 

２  受託者は、業務の履行に関して、委託者と協議等を行った場合は、その都度内容を議事録と

して整理し、委託者に提出するものとする。 

 

（完成図書等の貸与） 

第１８条  受託者が業務上必要とする設計図書、完成図書等は、委託者が貸与する。 

２  受託者は、貸与品について台帳等を作成し、その保管状況を把握し、毀損、盗難、紛失等が

あった場合には受託者が弁償しなければならない。 

３  受託者は、完成図書の管理を行う。なお、内容に修正等が必要な場合は協議の上、変更を行

うものとする。 

 

（施設の使用） 

第１９条  受託者は、業務を行っていく上での必要な事務室・駐車場等の施設は、委託者の許可

を受けて使用することができる。なお、使用期間中の管理責任は受託者とする。 

２  受託者は、受託者の責めに帰する事由により汚損等があった場合は、委託者の指定した期限

内に原形に復するものとする。また、このとき発生した費用については受託者の負担とする。 

 

（施設の一般管理） 

第２０条  受託者は、施設及びその周辺について常に清掃を心がけ、不要な物品等を整理・整頓

しなければならない。 

２  業務従事者の安全衛生を確保するため、必要に応じて施設に安全衛生対策を施さなければな

らない。 

 

（委託者への協力） 
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第２１条  委託者が実施する修繕、工事、委託、調査等については、受託者は協力しなければな

らない。 

 

（委託者の施設使用等） 

第２２条  委託者は、施設その他を使用できるものとし、受託者はこれに協力しなければならな

い。なお、この場合の電力等の費用は受託者の負担とする。 

 

第２章 業務要領 

（業務体制） 

第２３条  受託者は、業務実施計画書に基づき業務を確実に遂行するための体制をとること。 

２  受託者は、事故が生じた場合にも、適切且つ迅速な対応ができる体制を確保しなければなら

ない。 

３ 受託者は，業務の実施にあたり，あらかじめ各月の勤務予定表及び作業予定表を委託者に提

出しなければならない。なお，予定表に変更が生じたときは，速やかに報告するものとする。 

 

（設備の運転管理） 

第２４条  受託者は、完成図書、取扱説明書等に定める運転方法及び業務実施計画書に基づき、

総括責任者の指揮のもとに運転操作監視を適正に行わなければならない。 

この場合、運転操作監視とは、監視室における監視、操作、記録及び現場操作作業、各設備

計器値の記録及び管理日報等の作成をいう。 

２  受託者は、大規模な運転の停止及び再運転をするときは委託者と協議しなければならない。 

３  受託者は、設備又は機器等に異常を発見したときは、委託者に報告書を提出するとともに、

原因を調査し適切に対処しなければならない。（報告を怠った場合は、受託者の責とする。） 

４  受託者は、運転管理データを恒常的に整理し、委託者の求めがあった場合は速やかに提出し

なければならない。 

 

（保守点検・整備） 

第２５条  受託者は、事故等を未然に防止するとともに、機器の機能維持及び延命化を図るため、

日常及び定期に保守点検・整備を行わなければならない。 

２  保守点検・整備は、機器の調整、給油、消耗品の交換、清掃及び小塗装等、機器が正常に稼

働するための分解点検、整備作業とする。 

３  機器および設備等は、常に清潔であるように心がけ、機器及び設備の本体、据付場所、水路、

トラフ等の清掃、補修ペンキ塗り等を行う。 

４  受託者は、設備又は機器等に異常を発見したときは、委託者に報告書を提出するとともに、

原因を調査し適切に対処しなければならない。（報告を怠った場合は、受託者の責とする。） 

５  受託者は、本条の業務を合理的に行い、機器台帳を作成し経過を記録するものとする。 
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（修繕業務） 

第２６条  受託者は、特記仕様書に規定する範囲の修繕については、当該施設又は設備の機能が

正常に発揮できるよう、業務実施計画書に基づくとともに具体的な実施時期、実施方法等につ

いて委託者の承諾を受けて、適切に実施しなければならない。 

２  受託者は、修繕の完了にあたっては、施工前、施工中、完了時の状況が確認できる写真及び

修繕完了報告書を作成し、委託者に提出し確認を受けなければならない。 

 

（火災の未然防止） 

第２７条  受託者は、施設及び諸室の火災の発生を未然に防止するため、火気使用箇所に火元責

任者を選び、火気の正確な取扱及び後始末を徹底させ、火災の防止に努めなければならない。 

 

（警備及び盗難防止等） 

第２８条  受託者は、設備への危害、物品等の盗難防止をするため、十分な監視、警備により関

係者以外の第三者等の進入防止をはからなければならない。 

 

 

第３章 施設及び設備の機能確認等 

（業務開始時の機能確認） 

第２９条  受託者は、確実かつ円滑に業務を実施すべく、業務開始時までに施設及び設備の機能

確認を行わなければならない。  

２  受託者は、前項の機能を確認の後、その確認結果を「施設機能確認書」（以下「確認書」と

いう。）に記載し、確認終了日から１４日以内に委託者に提出し、承諾を受けなければならな

い。 

 

（業務実施期間中における機能確認） 

第３０条  委託者及び受託者は、必要があると認めるときは、業務期間中の終日、相手方に対し

施設及び設備の全部又は一部の機能確認を行うことを求めることができる。この場合において

は、速やかに双方立会いのもとで確認書により機能確認を行う。 

２  受託者は、当該機能確認が完了したときは、その確認結果を確認書に記載し、確認終了日か

ら１４日以内に委託者に提出し、承諾を受けなければならない。 

３  委託者は、当該機能確認の結果、所定の機能が確保されないと認められたときは、受託者に

必要な措置を行うよう指示することができる。 

 

（契約終了時の機能確認） 

第３１条  委託期間終了にあたっては、委託者及び受託者は、契約終了日までに、双方立会いの
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もとで確認書により施設等の機能確認を行う。 

２  委託者又は受託者が契約解除することによりこの契約が終了したときは、委託者及び受託者

は、契約終了日から１４日以内に、双方立会いのもとで確認書により施設等の機能確認を行う。 

３  受託者は、前項の機能確認が完了したときは、その確認結果を確認書に記載し、確認終了日

から１４日以内に委託者に提出し、承諾を受けなければならない。 

４  受託者は、当該機能確認の結果、所定の機能が受託者の責めに帰すべき理由により確保され

ないときは、委託者に損害賠償をしなければならない。 

 

 

 

第４章 その他 

（施設の利用・備品及び機器の貸与） 

第３２条  受託者は、業務期間中、承諾を受けた施設を無償で使用することができる。業務終了

時には、速やかに現状復旧させ、速やかに返却しなければならない。貸与施設及び貸与品に、

使用上の汚損、毀損、紛失等があった場合には弁償しなければならない。 

 

（業務従事者の服装，態度等） 

第３３条  受託者は、業務従事者に安全かつ清潔で統一した服装をさせ胸には名札をつけ、態度

等についても部外者より指摘を受けることがないようにしなければならない。 

 

（業務従事者の資質向上） 

第３４条  受託者は、業務の質的向上を図るため、各種研修を行うなど業務従事者の資質・技術

向上に努めなければならない。 

 

（疑義等） 

第３５条  一般仕様書に明記されていない事項、又は疑義を生じた場合は、委託者及び受託者が

協議のうえ定めるものとする。 

 

（改善提案） 

第３６条 受託者は，業務要求水準を踏まえて，施設の効率的な運営又は設備の機能向上を目的

とした，処理方法や設備の増改築に関する改善提案を行うことができるものとする。 

 

（業務評価） 

第３７条 契約終了後，この契約に関しての業務評価をします。 
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別表１（第６条関係） 

 

関係法令等一覧表 

 

下水道法 

労働安全衛生法 

労働基準法 

高圧ガス保安法 

環境基本法 

大気汚染防止法 

水質汚濁防止法 

悪臭防止法 

騒音規制法 

振動規制法 

消防法 

道路交通法 

電気事業法 

電気設備技術基準 

内線規定 

電力会社供給規定 

電気用品安全法 

電気通信事業法 

電気工事士法 

エネルギーの使用の合理化等に関する法律 

フロン排出抑制法 

計量法 

その他関係法令及び条例 
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別表２（第１２条関係） 

リ ス ク 分 担 表 

リスクの種類 リスクの内容 
負担者 

委託者 受託者 

経費の上昇 

委託者の責による業務内容・用途の変更等に起

因する経費の増大及び委託契約書に規定する経

費 

○  

上記以外の経費の増大  ○ 

税制の変更 一般的な税制変更 ○  

修繕等の遅延 

委託者発注の「修繕，第三者委託等」の遅延に

よる委託対象施設の機能の不足 
○  

受託者発注の「修繕、第三者委託等」の遅延に

よる委託対象設備の機能不足 
 ○ 

修繕等による施設の

損害 

委託者発注の「修繕、第三者委託等」よる委託

対象施設の損害 
○  

受託者発注の「修繕、第三者委託等」よる委託

対象設備の損害 
 ○ 

住民対応 

行政サービスに係る住民苦情、要望に関するも

の 
○  

上記に係る一時的対応及び上記以外のもの  ○ 

環境問題 
受託者の責による事故・災害の発生  ○ 

有機物質の排出・漏洩  ○ 

事故・災害 

受託者の責による事故・災害等の発生（再受託

者及び関係者以外による事故、施設の破損、場

内の不法投棄等含む） 

 ○ 

上記以外のもの ○  

不可抗力による損害 業務委託契約条項第１７条 ○  

要求事項の達成 
契約条件下での要求事項の未達成  ○ 

不可抗力等による要求事項の未達成 ○  

施設の損傷 
事故・災害等による施設の損傷（不可抗力によ

るものを除く） 
 ○ 

業務実施計画書記載

事項の履行 
業務実施計画書の不履行  ○ 

契約業務実施に伴う

下水道法以外の関係

法令に基づくリスク 

大気汚染防止法、悪臭防止法、騒音規制法及び

条例などに基づく基準などに関すること 

上記以外の関係法令に関すること 

 ○ 

契約締結のリスク 
受託者の責により選定受託者が契約を結べな

い、又は契約手続きに時間を要する場合 
 ○ 

第三者賠償リスク 
維持管理上により発生する騒音・振動・悪臭等

に関すること 
 ○ 

委託の中止・延期に関

するリスク 
受託者の事業放棄、破綻によるもの  ○ 
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別表３（第１６条関係） 

業  務  報  告  書 

１．業務日誌に記載すべき事項 

① 運転日報（天候・気温・電力・水道・処理水量・返送汚泥量・余剰汚泥量・水質

データ ほか） 

② 作業日報（作業内容・消耗品等使用量 ほか） 

③ 入場者の入退場記録 

④ その他必要事項 

 

 

 

２．毎月の業務報告書に記載すべき事項 

① 運転月報（運転日報の総括） 

② 作業月報（作業日報の総括） 

③ 保守点検，修繕，調整等の実施記録 

④ 環境計測の実施記録 

⑤ 事故，故障，苦情等の発生及び対応記録 

⑥ 施設管理業務の実施状況及び結果 

⑦ その他必要事項 

 

 

 

３．年間の業務報告書に記載すべき事項 

① 運転年報（運転月報の総括） 

② 技術提案事項の客観的評価と実現化策 

③ その他必要事項 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

島見浄化センター 

包括的維持管理業務委託 

 

 

 

 

 

特記仕様書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新潟市下水道部下水道管理センター 
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（業務の範囲及び業務対象施設等） 

第1 条  島見浄化センター包括的維持管理業務委託特記仕様書（以下「特記仕様書」という。）

に規定する業務の適用範囲は、新潟市島見浄化センターの処理施設とする。 

２  業務の対象施設は、特記別表１に掲げる施設とする。 

３  対象施設の概要は、特記別表２に示すとおりとする。 

４  業務対象設備は、特記別表３に示すとおりとする。 

 

（対象業務の内容） 

第２条  一般仕様書第３条に規定する対象業務は、前条で規定する対象施設について、その設置

の目的に適合した運転管理、施設の正常な運転を確保するための保守点検及びその他の関連業

務とする。また、業務履行において規制を受ける放流水等の排出基準及び規制基準は関係法令

の基準を遵守するとともに、業務要求水準書に示す業務要求水準を確保すること。 

２  業務内容は次のとおりとする。 

（１） 処理場施設の運転操作及び監視に関する業務 

ア  水処理及び汚泥処理施設は、特記別表３に示すとおりとする。 

イ  各施設の運転状況を確認し、適切な操作を行う。（附帯の給排気・空調設備等を含む） 

ウ  電力・薬品使用量等を監視し、適切な操作を行う。 

エ  委託者が行う修繕・工事等による停止、試運転立ち会い・再立ち上げ運転作業を行う。

なお、既設設備を利用する場合の排水作業、その他の作業を含む。 

オ  濃縮汚泥の搬出作業は立合い確認すること。 

カ  大雨・洪水・台風・地震・津波・その他重大事故(施設の損壊、設備の重大な損壊、

不時の停電、異常流入水、水質の悪化及び機器異常)等の緊急事態に対しては、施設能

力の範囲において適切な運転変更を行う。ただし、委託者が指示した場合は、委託者の

指示にしたがって運転方法の変更その他の対応措置を行う。 

キ  停電の発生に対して、適切な運転対応、復電作業を行う。 

ク  水処理施設及び汚泥処理施設の運転は、原則として施設能力に応じた適正な運転を行

う。 

（２） 設備の保守点検に関する業務 

ア  処理場施設の設備機器（機械、電気、計装、監視、建築土木附帯）・安全設備・各棟

（建築土木は点検のみ）の保守点検・整備を行う。 

イ  設備機器の性能及び機能確認については、必要に応じて計測器等を用いて行うととも

に、予防診断により適切な早期対応や故障防止を図り、設備寿命や水質等に悪い影響を

出さないこと。 

ウ  法令等で定める定期自主検査・点検を行うほか、法定検査の立会いを行う。 
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（３） 施設管理に関する業務 

ア  処理場施設等の施設管理に関する業務は、特記別表４のとおりとする。 

イ  施設管理に関する業務は、各種法律に基づく専門点検、法定検査用点検・整備、性能

維持用の専門点検（以下「専門点検」という。）のほか、施設の美観・安全・衛生的環

境維持のため、毎年度計画的に実施する。 

ウ  専門点検の実施においては、製造業者等の報告書を基本とするほか、当該年度定期部

品交換を含めて、毎年度計画的に実施する。 

エ  専門業者をして業務を実施する場合においては、受託者自らの責任において業者への

指導監督を行うこと。なお、実施状況等について委託者に報告すること。 

オ  受託者は、継続的な業務にあっては実施ごとに、また継続的な業務を含めて各業務完

了時に、その実施結果を委託者に報告し、確認を受けること。 

（４） 環境計測に関する業務 

ア  過年度に実施してきた水質試験を参考とする。 

イ  受託者の用意する水質試験及び汚泥試験に使用する計測機器等の維持管理・臭気測定

に関すること。 

ウ  その他維持管理上必要な業務に関すること。 

（５） 環境対策に関する業務 

ア  臭気、騒音その他の環境対策。 

イ  し渣・沈砂搬出作業に係る環境対策。 

（６） 修繕業務 

ア  修繕の範囲は、すべての対象施設において、設備等の経年劣化等に起因する機能不全

又は故障及び偶発的な故障に対して行う機能回復のための修繕、ならびに設備等を良好

な状態に維持又は保全するために行う修繕のうち、委託者が行う定期修繕及び１件２５

０万円以上（消費税等を含む）の修繕を除く全ての修繕とする。 

イ  委託者が行う定期修繕と密接に関連する設備等の故障が、委託者と受託者との契約締

結前に発生した場合、その故障に対する機能回復のための修繕は受託者が実施しなけれ

ばならない。ただし、この場合の実施方法等については委託者が指示できるものとする。 

ウ 本委託に含まれる修繕業務の各年度の上限金額は、次のとおりとする。 

（a）令和６年度は，１５０万円（消費税等を含まない）とする。 

（b）令和７年度から令和１０年度は，各年度２５０万円（すべて消費税等を含まない）

とする。 

（c）令和１１年度は，１００万円（消費税等を含まない）とする。 

エ ウについて，各年度末に大幅な過不足が生じることが明らかになった場合は，委託者

と受託者が協議する。 

オ 想定金額５０万円を超える修繕を行おうとするときは，緊急時を除き，委託者と事前

に協議を行うこと。 
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（７）物品等の調達及び管理に関する業務 

ア  対象とする物品等は、施設の運転、保守点検、修繕、補修塗装、水質管理、その他業

務の実施に必要な全ての物品等とする。（物品等とは、備消耗品費、燃料費、光熱水費、

通信運搬費、委託料、動力費、薬品費、材料費等に該当する品費で、主なものを以下に

示す。） 

  電力、水道、ガス、通信、燃料（軽油，灯油など）、工業用薬品（次亜塩素酸カルシ

ウム、消臭剤など）、電気・機械設備用消耗品・交換部品（潤滑油脂類、各フィルター

類（汚泥濃縮機用ろ布含む）、リレー、マグネット、Ｖベルトなど）、雑品類（ボルト、

パッキン、ウエス、洗油等）、工具（特殊工具含む）、各種材料（電線・電線管類、配

管材料、鋼材など）、補修用塗料類、理化学器具類（水質測定等試験機器含む）、分析

用薬品、掃除用具類、記録紙、用紙類、インク、コピー等消耗品などとする。 

イ  調達及び管理を適切に行うものとする。なお、電力・水道・通信の契約は委託者とす

るが、支払いは受託者とし、当該請求月の請求は受託者が支払うものとする。 

（８） 設備保全業務 

ア 受託者は以下の業務について、市の書面による承諾を得ることで専門知識及び専門資

格を有する業者（以下「専門業者」という。）への再委託を可とする。ただし、受託者

の自らの責任において専門業者への指導監督等を行うこと。 

 

 業務実施スケジュールは次のとおり             ○：受託者が実施する業務 

 令和 6 年

度 
令和 7 年

度 
令和 8 年

度 
令和 9年

度 
令和 10

年度 
令和 11

年度 
業務詳細 

消防設備点検業務  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  
別紙２ 

（2回/年） 

 

（業務の報告等） 

第３条  一般仕様書第１６条に規定する業務報告書等の提出期限は次のとおりとする。 

（１） 業務日誌類は、翌週の月曜日（休日等の場合はその翌日）までに提出する。 

（２） 毎月の業務報告書類は、翌月の５日（休日等の場合はその翌日）までに提出すること。 

（３） 年間の業務報告書については、翌年度４月１０日（休日等の場合はその翌日）までに提

出すること。ただし、業務委託最終年度の業務報告書については、翌月の１０日（休日等

の場合はその翌日）までに提出すること。 

（４） その他委託者が求める事項に関する報告書は、その都度速やかに提出すること。 

 

（委託者が行う業務） 

第４条  次に掲げる項目は、委託者が行う業務とする。 

（１） 産業廃棄物収集運搬業務(濃縮汚泥) 

（２） 一般廃棄物収集運搬処分業務(受託者分は除く) 
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（３） 水質検査業務(法定検査) 

（４） 自家用電気工作物保安管理業務 

（５） 委託者が行う１件２５０万円以上（消費税等を含む）の修繕 

 

（要求水準未達等の措置） 

第５条  受託者は、自らの環境計測その他により業務要求水準書に規定する要求基準が未達成と

なるおそれが生じた場合は、以下の措置を講じるものとする。 

（１） 委託者にすみやかに報告するとともに、その原因の究明を行う。 

（２） 原因が、有害物質の流入等（不可抗力その他の事由で正常な運転確保ができないと委託

者が認めるもの。以下同じ。）以外の場合は、改善のための計画書を作成して、委託者の

確認後、受託者の負担により改善措置を実施する。 

（３） 要求基準項目が正常になるまで、改善措置の効果、改善状況を委託者に報告する。 

２  受託者は、要求水準未達が判明した場合は、以下の措置を講じなければならない。 

（１） 委託者の指導、監督にしたがって、すみやかに原因の究明と緊急の改善措置を実施する。 

（２） 原因が、有害物質の流入等以外の場合は、委託者の指導、監督にしたがって、改善計画

書を作成し、受託者の負担により改善措置を実施する。 

（３） 要求基準項目が正常になるまで、改善措置の効果、改善状況を委託者に報告する。 

（４） 改善措置の効果の確認にあたっては、計量法に従うものとし、受託者の負担とする。 

３  受託者が、有害物質の流入等の事実を確認した場合は、受託者及び委託者は以下の措置を講

じるものとする。 

（１） 受託者は、要求水準の達成、未達成にかかわらず、すみやかに委託者に報告する。 

（２） 委託者は、有害物質の流入等の原因究明と改善措置の実施に努めるものとし、受託者は

これに協力するものとする。 

（３） 要求水準の未達成が生じた場合、受託者は、委託者と協議して緊急の改善措置を実施す

る。 

（４） 受託者は、主体的に改善計画書を作成し、委託者と協議して改善措置を実施する。 

（５） 受託者は、要求基準項目が正常になるまで、改善措置の効果、改善状況を委託者に報告

する。 

（６） 回復のために別途要した費用の負担は、委託者と受託者が協議して決定する。 

 



特記別表１　業務対象施設一覧

No 分 類 名 称 住 所

1 処理場 新潟市島見浄化センター 新潟市北区島見町3700番地1

特記別表２　業務対象施設の概要

No

ア 供用開始年月日 平成3年2月1日

イ 流入方式 分流式

ウ 放流先 派川加治川

エ 処理方式 オキシデーションディッチ法

オ 汚泥処理方式 機械濃縮→場外搬出

カ 全体計画処理能力 1,000㎥/日

キ 現有処理能力 1,000㎥/日

ク 予想流入水量 約424㎥/日

ケ 計画流入水質

（ｱ）　ＢＯＤ 200mg/l

（ｲ）　ＳＳ 200mg/l

1

施 設 概 要



特記別表３　業務対象設備の概要

No 名称 型式・仕様 台数
1 流入ゲート 外ネジ式鋳鉄製ゲート 1

300
W
×300

H

2 細目自動除塵機 バルト走行式 1

600
W
×1100

H
×20目幅

3 し渣搬出コンテナー ステンレス製台車付 2

容量 0.15ｍ
3

4 バイパス水路用スクリーン 手掻式バースクリーン 1

600
W
×1100

H
×50目幅

5 沈砂池散気装置 ディフューザ式 1
6 沈砂池曝気用ブロワー ルーツ式ブロワー 2

φ50×1.0ｍ3/min×5000mmAq

7 揚砂ポンプ 水中サンドポンプ 1
φ50×0.1ｍ3/min×6m H

8 沈砂搬出コンテナー ステンレス製台車付 1

容量 0.15ｍ3

9 揚砂ﾎﾟﾝﾌﾟ吊上用ﾁｪﾝﾌﾞﾛｯｸ 手動チェンブロック 1

0.5ton×9m H

10 主ポンプ 着脱式水中汚物ポンプ 3
φ100×0.7ｍ3/min×9m H

11 主ﾎﾟﾝﾌﾟ吊上用ﾁｪﾝﾌﾞﾛｯｸ 電動チェンブロック 1

0.5ton×9m H

12 スカムカゴ 金網式 2

0.1m3

13 ディッチ流入可動堰 角形外ネジ式 2

300W×300H

14 ディッチ攪拌機 横軸ローター式 4
φ710×2400mm L

15 攪拌機搬入用ﾁｪﾝﾌﾞﾛｯｸ ｷﾞﾔｰﾄﾞﾄﾛﾘ付ﾁｪﾝﾌﾞﾛｯｸ 1

2ton×5m H

16 ディッチ流出可動堰 角形外ネジ式 2

300W×300H

17 汚泥掻寄機 中央駆動懸垂型 2
φ7300×3000H

18 返送汚泥ポンプ 無閉塞型汚泥ポンプ 3 （1）
φ80×0.5ｍ3/min×7m H

19 返送汚泥量調節弁 電動バタフライ弁 2
φ100

20 余剰汚泥ポンプ 無閉塞型汚泥ポンプ 2
φ80×0.35ｍ3/min×2m H

21 余剰汚泥引き切換弁 電動偏心構造弁 2
φ150

22 床排水ポンプ 水中汚水ポンプ 2
φ65×0.15ｍ3/min×5m H

23 塩素注入器 固形次亜注入式 1

充填容量 70ｋｇ

24 汚泥供給ポンプ 一軸ネジ式ポンプ 2
φ65×0.05ｍ3/min×7m H

25 汚泥濃縮機 立形遠心ろ過式 1

3m3/Hr

26 汚泥貯留槽攪拌機 空気攪拌機 1

0.2ｍ3/min

27 自動給水装置 圧力タンク式自動給水装置 1

400ℓ/ｍin×31.5ｍ×3.7kw×2台
28 原水ストレーナ 自動洗浄ストレーナ 1

原水量　0.2ｍ3/min

29 エリミネーター 慣性衝突式 1

24ｍ3/min

30 吸引ファン 片吸引ターボファン 1
♯

2×24
ｍ3/min

×200
mmAq



特記別表３　業務対象設備の概要

No 名称 型式・仕様 台数
31 活性炭吸着塔 立型カートリッジ式　活性炭3段合計810kg 1

処理風量 24
ｍ3/min

32 活性炭搬入用ﾁｪﾝﾌﾞﾛｯｸ ギャードトロリ式チェンブロック 1

0.5
ton

×4
m H

33 汚泥ピット攪拌機 空気攪拌機 1

0.1
ｍ3/min

34 機器搬入用ﾁｪﾝﾌﾞﾛｯｸ ギャードトロリ付電動チェンブロック 1

0.5
ton

×9
m H

注） 台数欄のｶｯｺ内には予備機の台数を示す。



特記別表４　施設管理業務一覧

No 業務名 業務内容

1 除草業務 除草作業　詳細は別紙1

2 剪定業務 剪定作業　詳細は別紙2

3 庁舎清掃業務 建屋内の整理整頓、適宜清掃

4 警備業務 勤務者が入場者対応をする程度のレベル

5 見学者対応業務 市職員の補助

6 除雪業務 維持管理業務に必要な箇所



 1

除草業務仕様書 
 

 

１ 委託業務範囲 

島見浄化センター敷地内（別紙図面による。） 

 

２ 委託業務内容 

除草作業及び草の集積作業 

＊除草作業中は蜂等に十分注意すること。 

 

３ 年３回の実施で作業時期はおおむね次のとおりとする。 

 

月 除草作業実施 

５月 １回目 

７月 ２回目 

９月 ３回目 

 

４ 事故責任 

   刈り払い機等，除草作業中に生じた事故等は，受託者が負うものとする。 

 

５ 委託業務の報告 

受託者は，各回毎に業務報告書を作成し，委託者へ速やかに提出しなければならない。 

 

６ 疑義事項 

   この仕様書の定める事項で疑義が生じた場合の解釈については，委託者と受託者が十分協

議を行い定めるものとする。 

 

７ その他 

   (1) 受託者は施設を他の目的のために，使用してはならない。 

   (2) 受託者は委託者と密接に連絡をとり，除草業務を円滑に履行しなければならない。 

   (3) 業務終了後，この業務に関して業務評価をいたします。 

 

別紙１ 
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剪定業務仕様書 
 

 

１ 委託業務範囲 

島見浄化センター敷地内（別紙図面による。） 

 

２ 委託業務内容 

 ・剪定作業（低木・高木）及び枝葉の収集 

 ・剪定物等の運搬及び処分 

 ＊剪定作業中は周辺道路等の車両や歩行者に十分注意すること 

 

３ 剪定時期 

   剪定業務は年１回とし，６月頃の実施とする。 

 

４ 事故責任 

   剪定作業実施中に生じた事故等は，委託者が負うものとする。剪定作業に使用する

梯子，その他道具の使用に十分注意し，事故の無いように努めること。 

 

５ 委託業務の報告 

 受託者は，剪定業務終了後に報告書を作成し，速やかに提出しなければならない。 

 

６ 疑義事項 

   この仕様書の定める事項で疑義が生じた場合の解釈については，委託者と受託者が

十分協議を行い定めるものとする。 

 

７ その他 

   (1) 受託者は施設を他の目的のために，使用してはならない。 

   (2) 受託者は委託者に連絡をとり，剪定業務を円滑に履行しなければならない。 

   (3) 業務終了後，この契約に関して業務評価をいたします。 

別紙 2 





島見浄化センター消防設備保守点検業務仕様書 

 

 

１ 保守点検の内容等 

(1) 受託者は，本設備の機能保持のため，定期的に技術員を派遣して消防法第１７条３

の３，同施行規則第３１条の６及び平成１６年消防庁告示第９号等で定める点検を行

う。（※内容および数量は別表のとおりとする。） 

(2) 点検を行う期日は年２回とし（機器点検・総合点検６月頃，機器点検１２月頃）各

設備毎に工程を組み，委託者と打合せを行い承諾を得るものとする。 

(3) 受託者は，点検結果あるいは処置の内容について委託者に報告するとともに，施行

規則第３１条の６，昭和５０年消防庁告示第１４号及び平成１６年消防庁告示第９号

等に基づいた報告書を各設備毎に３部提出することとし，届出者（住所、氏名、電話

番号）、立会者を記入すること。 

(4) 定期点検に必要とする資材料等は，原則として受託者の負担とする。 

 

２ 報告書の提出 

   受託者は、業務を完了したときは速やかに、点検作業状況を示す写真帳を添付し、

業務の成果に関する報告書を委託者に提出しなければならない。なお、指摘事項（不

良箇所）については、消防用設備等点検結果報告書とは別に総括表にまとめ、不良

の内容・場所等がわかる図面及び写真等並びに仕様・形式等を添付し、提出するこ

と。 

 

３ 秘密の厳守 

この業務を履行するために知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

 

４ 故障等の不具合発見時の処置 

点検または試験の結果，故障その他の異常を発見したときは，直ちに委託者へ報告し

互いに協議のうえ最善の処置を講ずるものとする。 

 

５ 責任の範囲 

この委託の受託者が，市の建物内で行う業務上の行為は全て受託者の責任とする。た

だし，受託者の過失に基づかない行為はこの限りではない。 

 

６ 疑義等の決定 

   この点検について疑義が生じたとき又はこの点検に定めのない事項については，

委託者と受託者が協議の上決定するものとする。 

 

別紙 3 



 「別表」 
 

１ 外観機能点検及び総合点検の数量 

（１） 消 火 器 

      

機  種 
数   量 

B1 階 １階 計 

粉末１０型 ２ ８ １０ 

 

（２） 誘導灯及び誘導標識  

     

機  種 
数   量 

B1 階 1 階 計 

誘 導 灯 ４ ３ ７ 

配   線  一式 

 





 

 

 

島見浄化センター 

包括的維持管理業務委託 

 

 

業 務 要 求 水 準 書 

 

 

 

 

 

 

 

新潟市下水道管理センター施設管理課 
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１．水量等の処理実績 

（１）島見浄化センターの水量及び水質実績 

年度 H31(R1) R2 R3 R4 R5 

年間放流水水量 （㎥/年） 158,377 162,868 154,676 157,247 153,910 

日平均放流水量 （㎥/日） 432 446 423 430 420 

日最大放流水量 （㎥/日） 542 674 545 607 537 

日最小放流水量 （㎥/日） 396 395 388 378 374 

ケーキ発生量 （t/年） 770 799 804 804 843 

下
水
流
入
水
質 

ｐＨ 7.4 

(7.2～7.8) 

7.4 

(7.1～7.8) 

7.4 

(7.1～7.9) 

7.4 

(7.1～7.7) 

7.4 

(6.5～8.0) 

ＢＯＤ   （mg/ｌ） 180 

(110～310) 

200 

(140～350) 

200 

(130～420) 

180 

(140～250) 

200 

(120～520) 

ＳＳ    （mg/ｌ） 95 

(44～280) 

81 

(34～170) 

99 

(37～270) 

81 

(53～140) 

100 

(36～280) 

放
流
水
質 

ｐＨ 6.9 

(6.6～7.2) 

6.9 

(6.5～7.1) 

6.9 

(6.6～7.4) 

7.0 

(6.7～7.2) 

7.0 

(6.7～7.2) 

ＢＯＤ   （mg/ｌ） 4.0 

(2.0～12) 

3.5 

(1.3～9.1) 

4.0 

(1.0～9.9) 

4.5 

(<0.5～19) 

3.5 

(0.8～10) 

ＳＳ     （mg/ｌ） 2.0 

(<0.5～4.3) 

1.6 

(0.6～3.4) 

1.9 

(0.7～3.6) 

2.0 

(<0.5～5.2) 

1.8 

(<0.5～3.7) 

大腸菌群数（個/㎤） 3 

(0～60) 

0 

(0～0) 

0 

(0～3) 

0 

(0～4) 

2 

(0～22) 

Ｔ-Ｎ    （mg/ｌ） 3.5 

(1.6～7.2) 

3.9 

(1.4～9.9) 

4.5 

(2.1～13) 

5.3 

(1.7～13) 

6.4 

(1.7～15) 

Ｔ-Ｐ    （mg/ｌ） 1.8 

(0.82～2.8) 

1.4 

(0.23～3.2) 

1.9 

(0.88～3.6) 

1.6 

(0.17～3.8) 

1.8 

(0.13～3.5) 

※1 カッコ内は当該年度の最小値と最大値を示す。 

 

２．水量及び水質等の予定 

（１）島見浄化センターの放流下水量 

年度 
令和 6年度 

（9～3月） 
令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 令和 10 年度 

令和 11 年度 

（4～8月） 

放流水量 （㎥） 88,792 150,425 148,164 145,903 143,642 59,184 
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（２）島見浄化センターの流入水質等 

（
計
画
値
） 

流
入
水
質 

ｐＨ 6.5～8.0 平均 7.4 (－) 

ＢＯＤ   （mg/ｌ） 110～520 平均 192  (200) 

ＳＳ    （mg/ｌ） 
34～280 平均 91.2  (200) 

※1 実績の平均は平成31年度 ～令和5年度単純平均。 

※2 実績及び（計画値）は参考とする。 

 

（３）変動費原単位基準 

年度 
令和6年度 

（9～3月） 
令和7年度 令和8年度 令和9年度 

令和 10 年

度 

令和 11 年度 

（4～8月）) 

電力（円/㎥） 27.96 27.96 27.96 27.96 27.96 27.96 

通信（円/㎥） － － － － － － 

燃料（円/㎥） － － － － － － 

薬品（円/㎥） 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 

水道（円/㎥） － － － － － － 

※ 変動費は、処理場における放流水量をもとに算定するものとする。 
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３．維持管理要求水準 

（１）処理場施設の運転操作，監視に関する業務要求水準 

ア 水質等の要求基準は、契約基準・最大値及び提案基準とし、水処理及び汚泥処理を

良好な状態に保つよう運転すること。 

放流水等要求基準 

項目 単位 契約基準 提案基準 備考 

ｐＨ － 6.5以上 8.6以下 
受託者提案の自

主管理基準 

 

〔ｐＨ〕 

〔ＢＯＤ〕 

〔ＳＳ〕 

〔大腸菌群数〕 

〔大腸菌数〕 

〔濃縮汚泥濃度〕 

 

ＢＯＤ mg/l 10 以下 

ＳＳ mg/l 15 以下 

大腸菌群数 

令和 6年度 

（9～3月） 

個/cm3 300 以下 

大腸菌数 

令和7年度～ 
CFU/mL 30 以下 

濃縮汚泥濃度 ％ 3 程度 

※ 契約基準は受託者が達成しなければならない契約上の年間平均基準値  

（法定検査24回/年の平均値）ただし、濃縮汚泥濃度は汚泥搬出時測定結果の平均値 

イ  運転操作及び監視業務は、変化する処理条件に対しても施設の性能等を踏まえた適

正な処理を行うとともに当該施設の延命化に資する適切な運転操作及びこれを安定

して維持するための監視を連続的に行うこと。 

ウ  受託者は、自らが行う環境計測その他により、水質等の基準の未達成のおそれ等が

判明した場合は、すみやかな報告その他の措置について特記仕様書第5 条にしたがい

適切に対応すること。 

エ  特記仕様書第2 条に係る委託者の指示に基づく運転変更等に起因する場合は、委託

者が認めるその範囲において、この要求水準を適用しない。 

オ  上記、実施内容の的確性が説明できるデータの収集・整理 
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（２）設備の保守点検に関する業務要求水準 

ア 設備機器について、各設備機器等が有している機能を正常に発揮し、かつ各設備機

器の耐用を増すための日常点検、定期点検、臨時点検、簡易な故障修理の実施計画を

作成すること。 

イ 設備機器について、各設備機器等が有している機能を正常に発揮するよう日常点検、

定期点検、臨時点検を通し、機能の確認、整備、簡易な故障修理等を行うこと。 

ウ 点検等で異常・不良あるいは毀損等を発見した場合には、速やかに委託者に報告す

るとともに、適正な処置を講ずること。 

エ 上記、実施内容の的確性が説明できるデータの収集・整理 

 

（３）施設管理に関する業務要求水準 

ア 縦覧資料に示す施設管理に関する業務内容を年間計画に基づいて、適時、適切に執

行し、業務仕様と同等以上の品質を確保すること。 

イ 年度ごとに指定する交換部品等は、仕様変更による性能低下とならないように実施

すること。 

ウ 業務の点検結果等で異常が確認された場合は、速やかに委託者に報告するとともに、

修繕その他適正な処置を講ずること。 

エ 上記、実施内容の的確性が説明できるデータの収集・整理 

 

（４）環境計測に関する業務要求水準 

ア 浄化センターにおける採取箇所、採取方法、試験項目及び頻度は、適時・適切に実

施すること。 

イ 日常の維持管理に必要な流入水、処理過程水、放流水の総合的な水質の把握並びに

反応槽内活性汚泥の状態把握のために水質試験及び機能試験・ＳＳ試験・放流水の残

留塩素測定試験を行うこと。（法定検査を除く） 

ウ 良好な汚泥処理に必要な遠心濃縮機及びその他汚泥処理工程の状態把握のために汚

泥試験を行うこと。 

エ 水質試験及び汚泥試験は日本工業規格（ＪＩＳ）並びに社団法人日本下水道協会制

定の「下水試験方法」に基づき、実施すること。 

オ 水質試験及び汚泥試験に使用する計測機器等は受託者が用意し、その測定値の信頼

性を確保すること。 

カ その他維持管理上必要な試験及び業務を行うとともに委託者が実施する法定検査に

対する協力を行う。 

キ 上記、実施内容の的確性が説明できるデータの収集・整理 
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（５）環境対策に関する業務要求水準 

ア 悪臭、騒音の発生その他環境影響被害を防止するため、設備の運転方法、保守点検、

作業方法、機能確認等を適切に行うほか、発生源又は敷地境界等では、五感又は機器

により測定を適宜実施し、良好な環境を保全すること。 

イ 測定結果等に異常が確認された場合は、委託者に報告するとともに測定頻度を増す

など監視の強化を行うほか、効果的な改善策を実施すること。 

ウ 上記、実施内容の的確性が説明できるデータの収集・整理 

 

（６）修繕に関する業務要求水準 

ア 当該施設ならびに設備の機能が正常に発揮・維持できるよう、適切に修繕を実施す

ること。 

イ 修繕に使用する部品等は、仕様変更による性能低下とならないように実施する。 

ウ 偶発的に生じた設備などの故障、不良、破損などが生じた場合は適宜補修などを実

施し、その機能の回復を図ること。 

エ 委託終了時における施設の原状回復のための補修を含むものとする。 

オ 修繕実施後の履歴を整理し、委託者に報告すること。 

カ 実施内容の的確性が説明できるデータの収集・整理 

 

（７）物品等の調達・管理に関する業務要求水準 

ア 適正な品質及び規格の物品等を調達し、施設機器の運転、耐用年数等に影響を与え

ないようにすること。（表－１） 

イ 常に在庫数量等を把握して適宜適切に調達し、在庫不足、品質低下等による施設運

転等への支障を与えないようにすること。 

ウ 物品管理者及び薬品類の管理者を選任し、保管、取扱等には十分注意して適正な管

理を行うこと。 

エ 計量証明書、品質証明書等の書類（写し）を委託者に提出すること。 

オ 業務の履行開始日に支給する燃料、工業薬品、電気機械消耗品類、分析用薬品、分

析器具等の貸与品については、その種類、規格、数量等を借用書に記載し、委託者に

提出すること。 

カ 契約終了にあたっては、業務の履行開始日に支給された貸与品は、支給時の規格の

ものを支給時の在庫量に復すること。 

キ 物品等の調達・管理について的確性が説明できるデータの収集・整理 
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（８）設備保全に関する業務要求水準 

ア 設備保全に関する業務内容を年間計画に基づいて、適時、適切に執行し、業務仕様

と同等以上の品質を確保すること。 

イ 業務の点検結果等で異常が確認された場合は、速やかに委託者に報告するとともに、

修繕その他適正な処置を講ずること。 

ウ 上記、実施内容の的確性が説明できるデータの収集・整理 
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表－１ 物品等の規格 

（薬品） 

１． 次亜塩素酸カルシウム 

 

（石油燃料） 

１．軽 油（発電機用，規格：ＪＩＳ Ｋ２２０４ 1 号） 
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（様式第１号） 

一般競争入札参加申請書 

令和   年   月   日 
新 潟 市 長  様 
 

所 在 地  
商号又は名称  
代表者職氏名                （押印不要） 

 
 下記の案件に係る一般競争入札に参加したいので，入札説明書に記載された入札に参加する者に必

要な資格を満たすための提出書類を添えて申請します。 
なお，本申請にあたっては，入札説明書２（１）及び（２）の要件を満たしていることを表明します。 
 

記 
項目 摘要 

入札公告年月日 令和 6年 6 月 18 日 
公告番号 新潟市契約公告第 29 号 

調達サービス名 島見浄化センター包括的維持管理業務委託 

競争入札参加資格者 
名簿への登録 

□ 済 業者コード：             

□ 申請中 ※ 

添付文書 
１． 秘密保持誓約書（様式第 2 号） 
２． 入札説明書２に係る実績や資格を証明する書類（契約書写し等） 

 

連絡先 

担 当 者 氏 名  

所 属  

電 話  

F A X  

電 子 メ ー ル  

 申請は，原則として本店の代表者名で行うこと。ただし，競争入札参加資格申請時（登録時）において

支店長等に入札・契約等に関する権限を委任している場合は，受任者名で申請すること。 

※「競争入札参加資格者名簿への登録」が，「申請中」の場合は，「業務委託入札参加資格審査申請書(WTO

用)受付確認票」の写しを添付すること。



（様式第２号） 

秘密保持誓約書 

 
                （以下「乙」という。）は，令和 6 年 6 月 18 日付で入札公告の

ありました「島見浄化センター包括的維持管理業務委託」（以下「本件」という。）に関する業者選定

の秘密保持に関し，新潟市（以下「甲」という。）に対し次のとおり誓約します。 
 

（目的） 
第１条 本秘密保持誓約は甲が本件において開示した情報の秘密保持について誓約するものです。 

（秘密情報） 
第２条 本誓約において，秘密情報とは甲から乙に対して明確に秘密と指示されて開示される本件の

仕様書等の情報で，公には入手できない情報とします。 
（適用除外） 

第３条 前条にかかわらず，本誓約に関して次の各号に該当する情報は秘密情報に含まれないものと

します。 
（１） 公知の情報 
（２） 甲から乙が開示を受けた後，乙の責によらないで公知となった情報 
（３） 開示について甲の書面により事前の許可がある場合 

（秘密保持） 
第４条 乙は，甲から開示された秘密情報を甲の事前の書面による許可がない限り，秘密情報を第三

者に対して開示または漏洩しません。 
（目的外使用の禁止） 

第５条 乙は秘密情報を本件のために必要な限りにおいて利用できるものとし，事前に甲の書面によ

る許可を得ない限りは，本件以外の目的には一切使用又は利用しません。 
（損害賠償） 

第６条 乙が本誓約に違反して秘密情報を外部に漏洩したり，外部に持ち出したりしたことで甲が損

害を被った場合には，甲は乙に対して損害賠償を請求し，かつ，甲が適当と考える必要な措置

を採ってもかまいません。 
（情報の返還） 

第７条 乙は本件終了後には甲から開示・提供を受けた秘密情報を甲に返却し，また甲の事前の承認

を得て作成した複製物を廃棄します。 
（協議事項） 

第８条 本誓約に定めのない事項に関しては，別途甲と協議の上，円満に解決を図ります。 
第９条 乙は、この契約を履行するに当たり、新潟市情報セキュリティポリシーを遵守します。 
 
誓約日   令和    年    月    日 
 

  乙 
法人住所 

 
法人名 

 
代表者                           



（様式第３号） 

現地確認申込書 

 
令和   年   月   日 

新 潟 市 長  様 
                  （申請者） 

所 在 地  
商号又は名称  
代表者職氏名                （押印不要） 

 
 「島見浄化センター包括的維持管理業務委託」における入札説明書６に規定された，現地確認を希

望します。 
【連絡先】 

担当者 氏名  

所属・役職  

電話・ＦＡＸ  

電子メール  

【希望日】 
（令和６年６月２８日（金）から令和６年７月２日（火）までのうちから、第３希望まで記入すること） 

希望順位 希 望 日（該当に○をつけること） 

第１希望 令和   年   月   日（  ） 午前 ・ 午後  

第 2 希望 令和   年   月   日（  ） 午前 ・ 午後  

第 3 希望 令和   年   月   日（  ） 午前 ・ 午後  

【現地確認の予定者】 

企業名・役職 氏名 

  

  

  

  

  

 
【結果の通知】（申込者記入不用） 

指定日時 令和  年  月  日（ ）  時  分から 

※ 返送された本申込書に代表者印を押印のうえ，現地確認の際に持参すること。 

 



（様式第４号）  

一般競争入札参加資格確認結果通知書 

 
令和   年   月   日 

 
（申請者） 

 
                  様 
 

新潟市長  中 原  八 一 
 

先に提出いただきました「島見浄化センター包括的維持管理業務委託」の一般競争入札参加申請書

について，下記のとおり確認結果をお知らせいたします。 
参加資格確認結果に関わらず，今回の入札への参加申請をいただきましたことにつきまして，厚く

御礼申し上げます。 
今後とも，本市の下水道事業にご理解とご協力をお願いいたします。 

 
記 

 
1 参加資格の有無               有  ・  無 
 
2 参加資格が「無」の場合において，参加資格に適合しないと認めた項目名及び理由 
 
 
 
 
※ 参加資格があると認められた方は，入札・開札に立ち会う際に，本書を提示していただきますので，

必ず持参してください。また，入札を途中辞退する場合は，できるだけ早い段階で「入札辞退届（様

式第 7 号）」を提出してください。なお，今後の日程及び手続き等につきましては，先に配布した入札

説明書等を参照してください。 

 
 
 
 

（問合わせ先） 
新潟市下水道部下水道管理センター 
維持管理課 管理係 
住所：〒950-1146 新潟市中央区太右エ門新田 

1422番地 3 

電話：025-281-9061 

E-mail：iji.ps@city.niigata.lg.jp 



（様式第５号） 

入 札 書 

 
令和   年   月   日 

 
新 潟 市 長  様 
 

住 所  
 
 
氏 名  
                        印 
 
 
受 任 者                   印 

 

 

新潟市契約規則及びこれに基づく入札条件を承認のうえ入札いたします。 

 

金 額 

十億   百万   千   円      

          
     

履 行 場 所 新潟市北区島見町 3700 番地 1（島見浄化センター） 

品 名 

 

島見浄化センター包括的維

持管理業務委託 

品質・規格 

 

仕様書のとおり 

数 量 

 

７か月 

単 価 

 

円 

金 額 

 

円 

摘 要 履行期間 令和6年 9月1日から令和11年 8月 31日まで 

※１ 入札額は，消費税及び地方消費税を含まないものとする。 

※２ 金額は一枠ずつ算用数字で記入し，金額の前の枠に￥をつけること。 
※３ 見積内訳書（様式第９号）と整合をとること。 

※４ 委任を受けて入札する場合には，受任者名を記入し，押印してください。 



（様式第５号） 

入 札 書 

 
令和 ○○年 ○○月 ○○日 

 
新 潟 市 長  様 
 

住 所  ○○県○○市○○区 
        ○○町○○丁目○○番○○号 
 
氏 名  △△株式会社 
       代表取締役  ○○ ○○     印 
 
 
受 任 者  ○○ ○○            印 

 

 

新潟市契約規則及びこれに基づく入札条件を承認のうえ入札いたします。 

 

金 額 

十億   百万   千   円      

￥ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
     

履 行 場 所 新潟市北区島見町 3700 番地 1（島見浄化センター） 

品 名 

 

島見浄化センター包括的維

持管理業務委託 

品質・規格 

 

仕様書のとおり 

数 量 

 

７か月 

単 価 

 

000,000,000円 

金 額 

 

000,000,000円 

摘 要 履行期間 令和6年 9月1日から令和11年 8月 31日まで 

※１ 入札額は，消費税及び地方消費税を含まないものとする。 

※２ 金額は一枠ずつ算用数字で記入し，金額の前の枠に￥をつけること。 
※３ 見積内訳書（様式第９号）と整合をとること。 

※４ 委任を受けて入札する場合には，受任者名を記入し，押印してください。 

［記載例］ 

 

社判 代表 
者印 

社判と代表者のそれぞれを押印します。 
印影は新潟市競争入札参加資格登録での

届出使用印としてください。 

委任を受けた受任者が入札する場合は，

受任者名を記入し，押印してください。 

７か月分（初年度分）の金額（税抜）を

記入してください。 

月額（税抜）を記入

してください。 



（様式第６号） 

委  任  状 

 
令和   年   月   日 

 
新 潟 市 長  様 
 
 
 私は次の者をもって，下記の入札に関する権限の一切を委任いたします。 

 

 

 

委 任 者 住 所  

 

 

 氏 名 

 印 

受 任 者 氏 名 
 印 

 

 

 

 

 

記 
 
 
 

件 名   島見浄化センター包括的維持管理業務委託 
 
 



（様式第６号） 

委  任  状 

 
令和 ○○年 ○○月 ○○日 

 
新 潟 市 長  様 
 
 
 私は次の者をもって，下記の入札に関する権限の一切を委任いたします。 

 

 

 

委 任 者 住 所 ○○県○○市○○区 

   ○○町○○丁目○○番○○号 

 

 氏 名 △△△△株式会社 

代表取締役  ○○ ○○ 
印 

受 任 者 氏 名 
○○ ○○ 印 

 

 

 

 

 

記 
 
 
 

件 名   島見浄化センター包括的維持管理業務委託 
 
 

［記載例］ 

代表 
者印 

 

社判 
社判と代表者のそれぞれを押印します。 
印影は新潟市競争入札参加資格登録での

届出使用印としてください。 



（様式第７号） 

 

 

入 札 辞 退 届 
 

新 潟 市 長  様 

 
 
 
件 名：  島見浄化センター包括的維持管理業務委託 

 
 
 
 
  辞退理由（出来るだけ詳しく記入して下さい。） 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
令和  年   月   日 
 

  住 所 
 
  商号又は名称                              ㊞ 
 
  代表者氏名 
 

 
 
 
 
 
 



（様式第８号） 

 

質 疑 書 
 

令和   年   月   日 
 

所  在  地                    
商号又は名称                    
代表者氏名             （押印不要） 

（担当者                ）   
（ＦＡＸ                ）   
（電子メール              ）   

 
１ 公 告 番 号  新潟市契約公告第 29 号 
 
２ 調達サービス名 島見浄化センター包括的維持管理業務委託 
 

質 疑 事 項 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



（様式第９号）

令和 　　 年　　　月　　　日　　

新　潟　市　長　　　様

　　　　所在地

　　　　商号又は名称

　　　　代表者職氏名 印

　　　　担当者所属

単位：円

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

※　消費税及び地方消費税を含まない額である。

計

合　　　　計

小計

修繕業務費

見　積　内　訳　書

１　処理場管理業務費

運転管理業務費（諸経費含む）

費　　　　　目

　

燃料費　

備消耗品費

光熱水費

小計

維持保全業務費（諸経費含む）



（自） 令和　6　年　9　月　1　日
（至） 令和　11　年　8　月　31　日

　　件　　　　　　名 島見浄化センター包括的維持管理業務委託

　　履　行　場　所 新潟市北区島見町 3700 番地 1（島見浄化センター内）

　　委　託　内　容

処理場施設の運転操作及び監視に関する業務

設備の保守点検に関する業務

施設管理に関する業務

環境計測に関する業務

環境対策に関する業務

修繕業務

物品等の調達及び管理に関する業務

設備保全業務

≪　委 託 設 計 書　≫

　　設　　計　　金　　額 金 電工20,900円

摘 要

運転管理業務価格

維持保全業務価格

修繕業務価格

ユーティリティ費

業務価格

消費税等相当額 10%

業務委託費

                                     円也

工 種

令和 6 年度 履行期間

金 額費 目

委託番号  島委 第　１ 号

－ 1 －



業務委託費内訳書

費　　目 工　　種 種　　別 細　　別 単位 数量 摘　　要

運転管理業務

下水処理場

直接業務費

保守点検業務 式 1 第 1号明細書

運転操作監視業務 式 1 第 2号明細書

現地水質試験業務 式 1 第 3号明細書

事務業務 式 1 第 4号明細書

その他の業務 式 1 第 5号明細書

直接業務費計

直接経費 式 1

技術経費 式 1

間接業務費 式 1

下水処理場計 式 1

業務原価

諸経費 式 1

運転管理業務価格

維持保全業務

下水処理場

直接業務費

除草業務 式 1 第 6号明細書

剪定業務 式 1 第 7号明細書

除雪業務 式 1 第 8号明細書

消防設備保守業務 式 1 第 9号明細書

直接業務費計

下水処理場計 式 1

業務原価

維持保全業務価格

修繕業務

下水処理場

業務費

予定修繕費 式 1 第 10号明細書

下水処理場計

業務原価

修繕業務価格

ユーティリティ費

下水処理場

備消耗品費

薬品費 式 1 第 11号明細書

部品消耗品費 式 1 第 12号明細書

備消耗品費計

燃料費

軽油灯油使用料 式 1 第 13号明細書

燃料費計

光熱水費

電力費 式 1 第 14号明細書

水道使用料 式 1 第 15号明細書

ガス使用料 式 1 第 16号明細書

光熱水費計

下水処理場計

ユーティリティ費計

業務価格

消費税等相当額

業務委託費

単価（円） 金額（円）
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　第 1号明細書　　保守点検業務

項　　目 形　　状 単位 数量 摘　　要

保守点検業務
下水処理場
R6.9.1～R7.3.31

式 1

保守点検業務
下水処理場
R7.4.1～R8.3.31

式 1

保守点検業務
下水処理場
R8.4.1～R9.3.31

式 1

保守点検業務
下水処理場
R9.4.1～R10.3.31

式 1

保守点検業務
下水処理場
R10.4.1～R11.3.31

式 1

保守点検業務
下水処理場
R11.4.1～R11.8.31

式 1

調整額

　　計

　第 2号明細書　　運転操作監視業務

項　　目 形　　状 単位 数量 摘　　要

運転操作監視業務
下水処理場
R6.9.1～R7.3.31

式 1

運転操作監視業務
下水処理場
R7.4.1～R8.3.31

式 1

運転操作監視業務
下水処理場
R8.4.1～R9.3.31

式 1

運転操作監視業務
下水処理場
R9.4.1～R10.3.31

式 1

運転操作監視業務
下水処理場
R10.4.1～R11.3.31

式 1

運転操作監視業務
下水処理場
R11.4.1～R11.8.31

式 1

調整額

　　計

　第 3号明細書　　現地水質試験業務

項　　目 形　　状 単位 数量 摘　　要

現地水質試験業務
下水処理場
R6.9.1～R7.3.31

式 1

現地水質試験業務
下水処理場
R7.4.1～R8.3.31

式 1

現地水質試験業務
下水処理場
R8.4.1～R9.3.31

式 1

現地水質試験業務
下水処理場
R9.4.1～R10.3.31

式 1

現地水質試験業務
下水処理場
R10.4.1～R11.3.31

式 1

現地水質試験業務
下水処理場
R11.4.1～R11.8.31

式 1

調整額

　　計

　第 4号明細書　　事務業務

項　　目 形　　状 単位 数量 摘　　要

事務業務
下水処理場
R6.9.1～R7.3.31

式 1

事務業務
下水処理場
R7.4.1～R8.3.31

式 1

事務業務
下水処理場
R8.4.1～R9.3.31

式 1

事務業務
下水処理場
R9.4.1～R10.3.31

式 1

事務業務
下水処理場
R10.4.1～R11.3.31

式 1

事務業務
下水処理場
R11.4.1～R11.8.31

式 1

調整額

　　計

単価（円） 金額（円）

単価（円） 金額（円）

単価（円） 金額（円）

単価（円） 金額（円）
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　第 5号明細書　　その他の業務

項　　目 形　　状 単位 数量 摘　　要

その他の業務
下水処理場
R6.9.1～R7.3.31

式 1

その他の業務
下水処理場
R7.4.1～R8.3.31

式 1

その他の業務
下水処理場
R8.4.1～R9.3.31

式 1

その他の業務
下水処理場
R9.4.1～R10.3.31

式 1

その他の業務
下水処理場
R10.4.1～R11.3.31

式 1

その他の業務
下水処理場
R11.4.1～R11.8.31

式 1

調整額

　　計

　第 6号明細書　　除草業務

項　　目 形　　状 単位 数量 摘　　要

除草業務
下水処理場
R6年度

式 1

除草業務
下水処理場
R7年度

式 1

除草業務
下水処理場
R8年度

式 1

除草業務
下水処理場
R9年度

式 1

除草業務
下水処理場
R10年度

式 1

除草業務
下水処理場
R11年度

式 1

　　計

　第 7号明細書　　剪定業務

項　　目 形　　状 単位 数量 摘　　要

剪定業務
下水処理場
R6年度

式 1

剪定業務
下水処理場
R7年度

式 1

剪定業務
下水処理場
R8年度

式 1

剪定業務
下水処理場
R9年度

式 1

剪定業務
下水処理場
R10年度

式 1

剪定業務
下水処理場
R11年度

式 1

　　計

　第 8号明細書　　除雪業務

項　　目 形　　状 単位 数量 摘　　要

除雪業務
下水処理場
R6年度

式 1

除雪業務
下水処理場
R7年度

式 1

除雪業務
下水処理場
R8年度

式 1

除雪業務
下水処理場
R9年度

式 1

除雪業務
下水処理場
R10年度

式 1

除雪業務
下水処理場
R11年度

式 1

　　計

単価（円） 金額（円）

単価（円） 金額（円）

単価（円） 金額（円）

単価（円） 金額（円）
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　第 9号明細書　　消防設備保守業務

項　　目 形　　状 単位 数量 摘　　要

消防設備保守業務
下水処理場
R6年度

式 1

消防設備保守業務
下水処理場
R7年度

式 1

消防設備保守業務
下水処理場
R8年度

式 1

消防設備保守業務
下水処理場
R9年度

式 1

消防設備保守業務
下水処理場
R10年度

式 1

消防設備保守業務
下水処理場
R11年度

式 1

　　計

　第 10号明細書　　予定修繕費

項　　目 形　　状 単位 数量 摘　　要

予定修繕費
下水処理場等
R6年度

式 1

予定修繕費
下水処理場等
R7年度

式 1

予定修繕費
下水処理場等
R8年度

式 1

予定修繕費
下水処理場等
R9年度

式 1

予定修繕費
下水処理場等
R10年度

式 1

予定修繕費
下水処理場等
R11年度

式 1

　　計

　第 11号明細書　　薬品費

項　　目 形　　状 単位 数量 摘　　要

薬品費
下水処理場等
R6年度

式 1

薬品費
下水処理場等
R7年度

式 1

薬品費
下水処理場等
R8年度

式 1

薬品費
下水処理場等
R9年度

式 1

薬品費
下水処理場等
R10年度

式 1

薬品費
下水処理場等
R11年度

式 1

　　計

　第 12号明細書　　部品消耗品費

項　　目 形　　状 単位 数量 摘　　要

部品消耗品費
下水処理場
R6年度

式 1

部品消耗品費
下水処理場
R7年度

式 1

部品消耗品費
下水処理場
R8年度

式 1

部品消耗品費
下水処理場
R9年度

式 1

部品消耗品費
下水処理場
R10年度

式 1

部品消耗品費
下水処理場
R11年度

式 1

　　計

単価（円） 金額（円）

単価（円） 金額（円）

単価（円） 金額（円）

単価（円） 金額（円）
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　第 13号明細書　　軽油灯油使用料

項　　目 形　　状 単位 数量 摘　　要

軽油灯油使用料
下水処理場等
R6年度

式 1

軽油灯油使用料
下水処理場等
R7年度

式 1

軽油灯油使用料
下水処理場等
R8年度

式 1

軽油灯油使用料
下水処理場等
R9年度

式 1

軽油灯油使用料
下水処理場等
R10年度

式 1

軽油灯油使用料
下水処理場等
R11年度

式 1

　　計

　第 14号明細書　　電力費

項　　目 形　　状 単位 数量 摘　　要

電力費
下水処理場
R6年度

式 1

電力費
下水処理場
R7年度

式 1

電力費
下水処理場
R8年度

式 1

電力費
下水処理場
R9年度

式 1

電力費
下水処理場
R10年度

式 1

電力費
下水処理場
R11年度

式 1

　　計

　第 15号明細書　　水道使用料

項　　目 形　　状 単位 数量 摘　　要

水道使用料
下水処理場等
R6年度

式 1

水道使用料
下水処理場等
R7年度

式 1

水道使用料
下水処理場等
R8年度

式 1

水道使用料
下水処理場等
R9年度

式 1

水道使用料
下水処理場等
R10年度

式 1

水道使用料
下水処理場等
R11年度

式 1

　　計

　第 16号明細書　　ガス使用料

項　　目 形　　状 単位 数量 摘　　要

ガス使用料
下水処理場等
R6年度

式 1

ガス使用料
下水処理場等
R7年度

式 1

ガス使用料
下水処理場等
R8年度

式 1

ガス使用料
下水処理場等
R9年度

式 1

ガス使用料
下水処理場等
R10年度

式 1

ガス使用料
下水処理場等
R11年度

式 1

　　計

単価（円） 金額（円）

単価（円） 金額（円）

単価（円） 金額（円）

単価（円） 金額（円）
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